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五
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申
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論

　
　
　
　
　
所
謂
「
四
人
組
」
以
前
と
以
後
の
対
比

、

Ｊ
１

野
　
　
　
進

Ｈ
§
・
・
昌
こ
昌
・
§
鼻
§
一
斤
星
豪
き
ま
事
葦

四
Ｈ
＄
耳
■
昌
事
０
５
　
　
く
声
○
畠
－
一
Ｕ
○
オ
Ｏ

　
　
　
　
序

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
今
日
ほ
ど
既
成
の
杜
会
主
義
体
禦
先
進
竃
の
人
・
に
対
し
て
幻
減
を
与
え
・
魅
力
を
喪
失
さ
せ
た
時

期
は
な
い
。
も
し
、
「
良
い
一
杜
会
主
義
、
「
悪
い
一
杜
会
主
義
、
「
良
い
一
資
本
主
義
そ
し
て
「
悪
い
一
資
本
主
義
の
四
種
類
の

杜
会
経
済
シ
ス
テ
ム
を
考
え
、
現
実
に
「
良
い
一
杜
会
主
義
が
世
界
中
に
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
・
人
々
は
二
体
「
悪
い
一
杜
会

主
義
と
「
良
い
一
資
本
主
義
の
ど
ち
ら
姦
択
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
既
存
の
杜
会
主
義
杜
会
の
実
態
は
・
隻
一
主
義
の
理
想
や

理
念
か
ら
あ
ま
り
に
姦
げ
離
れ
、
ま
た
、
そ
の
理
念
を
実
体
化
す
る
杜
会
主
義
的
諸
政
策
や
諸
条
件
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
動
向

す
ら
み
ら
れ
な
く
な
つ
た
よ
う
に
み
え
る
。
世
界
資
本
主
義
の
危
機
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
妻
し
て
・
世
界
の
杜
会
主
義

の
危
機
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。



雷
杜
会
主
義
の
最
近
に
ぎ
る
重
大
な
出
来
事
は
、
中
罠
衆
の
政
治
に
疲
れ
た
状
況
の
中
で
の
毛
沢
東
死
去
一
一
九
七
六
年
九

月
九
目
一
・
四
人
組
の
逮
捕
一
一
九
七
六
年
十
旦
一
－
七
日
一
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
「
四
っ
の
近
代
化
一
を
め
ざ
す
現
行
指
導
体
制
の
成

立
で
あ
る
。
「
四
人
組
一
以
後
・
文
化
大
革
命
の
否
定
的
諸
現
象
の
奈
っ
ぎ
か
ら
っ
ぎ
一
と
明
る
乏
だ
さ
れ
、
文
化
大
革
命
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

杜
会
主
義
の
理
念
の
実
現
の
芽
を
観
察
し
た
人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
。

杜
会
主
義
体
制
に
・
「
新
し
い
階
級
一
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
に
っ
い
て
の
情
葉
か
盲
提
供
さ
れ
て
い
る
に
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

か
わ
ら
ず
・
こ
の
問
題
に
っ
い
て
の
体
系
的
姦
論
的
説
明
は
ま
だ
数
少
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
く
雷
に
淳
る
「
資
本
主

義
一
復
活
理
論
Ｖ
は
・
ま
だ
完
全
で
な
い
と
は
い
ト
疋
こ
の
問
題
に
対
す
る
数
少
な
い
ア
プ
ロ
、
チ
の
一
つ
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
下

に
お
け
る
「
新
し
い
階
級
一
髭
の
理
論
は
、
宙
で
は
、
「
資
本
主
義
一
復
活
理
論
と
い
う
形
態
で
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

題
の
核
心
は
・
杜
会
主
義
杜
会
に
お
げ
る
新
し
い
階
級
と
し
て
の
官
僚
主
義
老
階
級
雀
び
に
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
分
子
の
発
生
と

「
資
本
主
義
一
復
活
の
基
礎
は
杜
会
主
義
商
品
制
度
に
存
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
こ
れ
は
、
高
度
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

理
論
問
題
で
あ
る
・
こ
の
問
題
提
起
は
、
最
初
毛
沢
東
に
よ
つ
て
先
鞭
が
っ
け
ら
れ
、
そ
の
後
は
、
挑
文
元
や
張
春
橋
そ
し
て
宮
救

聞
・
康
立
の
よ
う
な
人
々
に
吉
展
開
さ
も
い
一
た
ん
成
立
し
た
杜
会
主
義
杜
会
が
、
一
定
の
条
件
が
与
え
ら
れ
る
奮
ぱ
、

「
資
本
主
義
一
杜
会
一
の
逆
移
行
の
現
実
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
の
理
論
は
、
一
九
六
二
年
以
来
、
毛
沢
東
や
そ
の
他
の
理
論
家

達
に
よ
一
て
・
一
■
ゴ
ス
ラ
ビ
ァ
や
ソ
連
及
び
雷
一
潜
在
的
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
一
に
お
げ
る
資
本
主
義
復
活
の
問
題
と
し

て
発
表
さ
れ
た
こ
か
し
崇
ら
、
こ
の
理
論
が
提
起
さ
れ
た
当
初
は
、
こ
の
意
義
自
体
は
、
お
そ
ら
く
雷
大
陸
の
多
く
の
宙

人
に
も
理
解
さ
れ
ず
・
ま
し
て
・
自
余
の
諸
笛
の
外
国
人
達
に
阜
分
理
解
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
非
難
、
無
望
た

軽
視
あ
る
い
は
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
。
雷
研
究
家
で
あ
る
欧
米
の
学
者
達
で
す
ら
当
時
は
「
資
本
主
義
復
活
の
概
套
割
引
し
て

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
…
（
八
一
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
九
巻
．
第
五
号
一
　
　
　
　
　
　
　
三
四
一
八
二
〇
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

受
げ
と
め
る
傾
向
に
あ
つ
た
一
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
差
こ
と
が
生
じ
た
の
は
・
文
化
大
革
命
中
に
・
「
資

本
主
義
の
道
を
歩
む
実
権
派
一
と
い
呈
差
レ
ツ
テ
ル
貼
り
の
横
行
が
あ
一
た
こ
と
が
、
こ
の
概
念
の
分
析
的
な
有
用
性
言
ば

つ
た
の
だ
と
、
最
近
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
警
易
舅
事
塁
男
員
氏
墨
摘
し
て
い
る
・
そ
し
て
・
彼
は
・
「
こ
の

概
念
は
、
そ
の
起
源
そ
し
て
本
質
に
お
い
て
、
重
要
で
意
義
が
膏
、
十
分
本
気
で
留
意
す
る
に
値
す
埜
と
言
明
し
て
い
る
・

私
は
、
一
立
命
館
経
済
学
一
一
第
二
十
四
巻
第
｛
昭
和
五
十
年
四
月
号
一
に
お
い
て
、
募
聞
等
編
写
一
談
談
杜
会
主
義
企
業
管

理
一
一
上
海
人
民
出
版
竺
九
七
四
年
一
を
訳
出
し
た
お
り
、
そ
の
付
論
と
し
て
、
「
隻
至
義
か
ら
資
本
主
義
一
の
逆
移
行
の
論
理
一

な
る
小
論
を
書
い
た
。
そ
の
後
、
中
国
の
劇
的
変
化
を
経
て
、
復
刊
な
一
た
一
経
済
研
究
一
や
そ
の
他
に
お
い
て
・
〈
杜
会
主
義
商

品
制
讐
に
官
僚
義
者
階
級
や
新
し
い
一
イ
ジ
ヨ
ア
分
子
を
生
み
だ
す
経
済
的
蓄
が
あ
る
・
と
す
る
堆
雫
實
康
な
ど

の
理
論
が
杜
会
主
義
「
商
品
制
度
を
取
消
す
一
よ
う
主
張
し
た
も
の
一
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
乏
ま
一
た
く
事
実
に
反
す
る
一
と
し
て
・

理
論
的
な
攻
撃
．
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
の
目
的
は
、
当
該
問
題
に
対
す
る
「
四
人
組
一
前
後
の
論
理
の
質

的
変
化
を
巧
る
か
ぎ
り
客
観
的
に
対
比
ば
、
こ
の
「
論
争
・
一
の
経
竺
磐
考
察
し
・
当
該
問
題
の
研
奮
げ
る
経
済
学

原
理
の
研
究
の
重
要
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
１
；
套
畜
。
、
三
が
っ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
は
一
面
で
は
同
意
ミ
他
面
で
納
得
で
き
な
い
げ
れ
ど
興
味
深
い
；
杜
会

　
主
義
杜
会
の
い
ず
れ
も
、
一
ル
ク
ス
が
考
え
た
よ
う
に
行
動
し
て
い
た
い
－
杜
会
主
義
杜
会
は
純
粋
空
一
一
一
葉
の
意
味
で
述
べ
て
い
る
の
を

　
除
い
て
、
階
級
を
排
除
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
中
国
の
文
化
大
革
命
の
期
問
を
除
い
て
、
杜
会
主
義
杜
会
は
諸
階
級
を
排
除
す
る
と
い
う

　
長
期
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
進
路
を
と
る
試
み
を
し
な
か
っ
た
…
・
－
…
－
－
－
…
・
・
－
－
…
…
…
…
：
－
・
：
－
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
・
：
…
…
－
：
・
・

　
　
新
し
い
基
礎
の
上
に
置
か
れ
る
必
要
の
あ
る
一
ル
ク
ス
主
義
の
重
要
部
分
は
、
勿
論
一
ル
ク
ス
圭
ソ
ゲ
ル
ス
嘉
讐
た
こ
と
の

　
た
い
革
命
後
の
杜
会
孟
警
そ
れ
で
あ
る
一
一
三
芸
髪
巨
夢
員
ぎ
宗
・
・
Ｋ
。
．
く
舅
畠
昌
舅
勇
二
昌
二
一
；



　
　
弓
・
８
～
睾
。
邦
訳
は
、
伊
藤
誠
訳
『
革
命
後
の
杜
会
』
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
）
に
所
収
。

一
・
一
杜
会
主
義
杜
会
寿
る
”
新
し
い
階
級
〃
の
形
成
に
一
い
て
の
呂
声
。
、
。
．
。
。
オ
。
の
見
解
と
冒
、
、
。
く
声
オ
。
、
、
、
声
。
。
栽

　
　
を
対
比
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
し
て
い
る
・
・
目
竃
曇
竃
、
声
申
申
…
乞
、
、
…
、
竃
曇
射
睾
。
、
。
、
、
。
オ
．

　
　
Ｏ
｝
弓
○
オ
ｄ
之
Ｈ
く
目
肉
○
。
胃
ｋ
勺
ヵ
男
○
。
一
畠
鼻
Ｏ
曽
＞
吊
弓
向
ヵ
ら
を
参
照
の
こ
と
。

一
３
二
器
茎
蕉
掌
工
人
階
級
和
貧
下
中
農
是
両
個
尖
鋭
対
立
的
階
級
一
一
毛
沢
東
一
は
、
讐
・
人
与
人
的
本
質
関
係
是
階
級
関

　
　
係
》
〈
学
習
与
批
判
》
一
九
七
六
年
第
八
期
第
一
〇
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
傍
点
は
小
野
一
。

一
４
一
毛
沢
東
の
資
本
主
義
復
活
理
論
の
展
開
過
程
を
文
献
的
に
整
理
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
一
。
。
。
。
勺
曽
≠
。
・
。
申
同
声
、
。
穴
．
。
、
弓
、
。

　
　
＾
婁
量
彗
婁
弓
。
竜
胃
ト
曇
弓
葦
・
婁
；
嚢
雪
畠
向
・
婁
竃
舅
：
婁
葦
目
一
箏
け
。
、
箏
、
、
一
。
箏
、
一

　
　
言
暮
一
豪
暮
彗
・
Ｃ
－
一
一
毒
一
婁
妻
屋
■
嚢
…
・
ト
、
－
ベ
ベ
・
を
参
照
さ
れ
た
し
。
。
、
声
内
、
向
・
っ
団
向
弓
弓
。
、
、
、
胃

　
　
教
賃
「
隻
元
と
張
春
橋
は
・
た
と
え
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
復
活
の
階
級
的
基
礎
の
分
析
に
重
要

　
　
藍
論
的
貢
献
を
お
こ
な
一
た
一
一
書
オ
姜
竃
葦
・
、
竃
、
弓
、
、
、
肉
向
く
、
。
ｉ
一
一
く
．
ト
一
・
、
、
。
。
け
、
。
べ
・
。
，
。
．
閉
。
山
田
侑
平

　
　
訳
一
毛
沢
東
に
背
い
た
中
国
一
一
目
中
出
版
一
の
邦
訳
あ
り
一
と
の
べ
、
現
在
進
行
中
の
中
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
一
復
活
過
程
を
注

　
　
目
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

一
５
二
・
。
・
竃
≠
墨
男
員
・
…
胃
云
婁
§
彗
婁
・
；
琶
峯
一
・
つ
く
、
二
．
ら
．

（
６
）
一
竃
．
事
巨
～
鼻

一
７
一
竃
婁
畠
妻
教
慧
畠
向
・
臼
毒
葦
竃
胃
、
一
琴
、
。
・
。
。
一
の
団
、
穴
用
。
く
、
。
奏
に
お
い
て
っ
ぎ
の

　
　
よ
う
な
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ゑ
「
文
化
大
革
命
の
新
機
讐
再
確
認
し
笑
し
よ
う
と
努
力
す
る
毒
二
よ
つ
て
指
導
さ
れ
る
左
翼

　
　
と
文
化
大
革
命
の
〃
モ
い
成
果
〃
を
逆
転
し
よ
う
と
求
め
て
止
恵
、
雪
冨
オ
、
ト
、
と
、
婁
善
。
勺
、
竃
の
ま
わ
り
に
あ

　
　
っ
ま
一
た
反
毛
勢
力
と
の
間
に
お
け
る
一
九
七
三
－
七
六
年
の
す
さ
壱
い
闘
争
」
９
．
蛋
と
。

（
８
）
　
何
煉
成
く
論
杜
会
主
義
杜
会
的
商
品
制
度
Ｖ
〈
経
済
研
究
〉
一
九
七
八
年
第
六
期
第
四
〇
頁
。

一
９
一
と
い
う
の
は
・
私
は
毛
以
後
の
雷
の
経
済
学
界
の
基
本
路
程
は
同
意
し
が
た
い
と
い
う
価
値
判
断
定
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
た
だ
・
毛
沢
東
の
描
く
杜
会
主
義
の
世
界
を
毛
沢
東
モ
デ
ル
と
す
る
奮
ぱ
、
毛
沢
東
モ
デ
ル
は
、
理
想
型
の
よ
う
笠
一
産
主
義
的
人

　
　
間
が
全
合
貴
ム
ぐ
ら
い
を
占
め
る
こ
差
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
作
動
す
る
モ
デ
ル
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
追
求
さ
れ
る
べ
き
理
想

　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
一
復
活
理
論
一
小
野
一
　
　
　
　
　
　
一
一
一
五
一
八
三
一



　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
九
巻
．
雲
号
一
　
　
　
　
　
　
　
；
一
一
八
二
二
一

　
　
で
あ
３
、
新
中
国
以
後
、
発
展
よ
り
も
む
し
ろ
停
滞
と
後
退
と
い
う
中
異
産
党
史
の
葵
と
雷
杜
会
の
前
近
代
的
現
実
を
み
て
い

　
　
る
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
長
期
農
署
立
つ
て
も
、
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
き
っ
っ
以
上
’
の
よ
う
奮

　
　
値
前
提
を
明
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
－
。
一
新
中
国
の
如
堤
る
時
期
に
お
い
て
も
、
政
治
路
線
上
の
対
立
に
お
い
て
、
い
ず
れ
が
勝
利
姦
得
し
た
と
し
て
も
・
政
治
的
敗
薯

　
　
に
は
公
然
た
る
反
論
の
自
由
な
ど
を
含
む
一
一
冒
論
の
自
由
や
発
表
の
自
由
な
ど
の
諸
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
実
情
が
あ
る
・
こ
れ
は
西

　
　
欧
け
代
に
お
い
て
人
類
が
獲
得
し
た
自
由
と
平
等
と
い
う
普
遍
的
価
値
の
一
部
が
雷
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
妄
意
味
し
・
こ
の
こ

　
　
と
が
学
術
界
に
も
反
映
し
、
四
人
組
系
統
の
理
論
家
達
と
反
四
人
組
派
の
理
論
家
達
と
の
あ
い
だ
に
、
公
開
論
争
と
い
う
よ
う
な
形
態
は

　
　
存
在
し
な
い
。
そ
｝
故
、
、
で
論
争
と
い
つ
て
も
、
理
論
・
論
理
を
対
比
す
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
を
筆
者
が
・
ゆ
る
や
か
な
形
で

　
　
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
。
一
価
値
論
の
基
本
間
題
の
一
っ
で
あ
る
商
品
生
産
の
基
本
矛
盾
の
理
解
に
っ
い
て
、
毛
以
後
の
中
国
の
経
済
学
界
で
・
後
述
す
る
よ
う
に
・
商

　
　
品
生
産
の
内
在
的
矛
盾
の
根
源
は
、
杜
会
的
分
業
に
膏
と
解
釈
す
る
立
場
が
、
主
要
な
潮
流
に
な
り
っ
っ
あ
る
よ
う
息
わ
れ
る
け
れ
ど
・

　
　
こ
れ
に
対
す
る
理
論
的
武
器
と
し
て
・
商
品
生
産
の
基
本
矛
盾
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
・
・
〈
私
的
労
働
の
一
一
重
の
杜
会
的
性
格
の
問
題
Ｖ
・

　
　
〈
抽
象
的
労
働
は
、
商
品
生
産
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ど
う
か
Ｖ
と
い
呈
差
原
理
的
問
題
を
再
把
握
し
て
お
か
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
、

　
　
３
に
、
商
品
生
帷
の
基
本
矛
盾
は
、
私
的
労
働
と
杜
会
的
労
働
の
あ
い
だ
の
敵
対
的
矛
盾
で
あ
る
・
具
体
的
労
働
は
使
用
価
値
を
生

み
抽
象
的
哨
働
は
価
値
姦
成
す
る
。
そ
れ
故
、
商
品
の
二
要
因
で
あ
る
使
用
価
値
と
価
直
は
・
労
働
の
二
重
性
の
表
示
で
奪
商

品
生
産
の
下
で
は
、
具
体
的
有
用
的
労
働
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
私
的
労
働
で
膏
、
杜
会
的
労
働
一
琵
琴
き
一
豪
事
５
は
・

抽
象
的
労
順
と
い
う
特
殊
姦
態
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
的
労
働
と
杜
会
的
労
働
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
・
商
品
生
産
の
す
べ
て
の
矛

　
盾
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
商
品
生
産
の
基
本
矛
盾
で
あ
苓

　
　
第
二
に
、
私
的
労
働
は
二
重
の
杜
会
的
性
格
を
お
び
る
。
即
ち
、
一
方
で
は
、
各
生
産
者
の
私
的
労
働
の
総
体
は
・
杜
会
的
総
労
働

　
　
一
。
、
胴
、
。
。
、
。
。
。
。
。
”
一
け
。
。
。
、
。
、
。
。
與
昌
叶
、
、
げ
、
一
け
一
を
形
成
し
、
杜
会
的
分
業
を
構
成
す
る
。
し
た
が
一
て
・
商
品
生
産
の
下
で
は
・
私
的

労
働
は
、
麦
の
有
用
的
労
働
と
し
て
、
一
定
の
杜
会
的
欲
望
窒
た
し
、
杜
会
的
分
業
体
制
の
一
環
で
あ
る
・
他
方
・
各
有
用
的
私
的

労
働
は
、
交
換
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
等
な
意
義
を
も
っ
か
ぎ
り
、
各
生
産
者
の
多
様
な
欲
望
を
み
た
す
と
い
う
性
格
を
も
っ
・

　
　
第
三
に
、
抽
象
的
労
働
は
、
商
品
生
産
固
有
の
カ
テ
ゴ
ー
－
か
ど
う
か
と
い
う
論
争
的
問
樗
商
品
生
産
の
下
で
の
労
働
は
・
人
問
疎



外
的
性
格
を
を
・
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
、
人
問
労
働
の
疎
外
態
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
下
で
、
商
品
生
産
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
杜

会
主
義
下
の
労
働
も
、
人
問
疎
外
的
性
格
を
お
び
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
一
　
資
本
主
義
復
活
理
論
を
め
ぐ
る
現
段
階
の
中
国
経
済
学
界
の
動
向

　
中
国
の
「
商
品
制
度
が
資
本
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
を
生
み
だ
す
か
ど
う
か
の
間
題
は
、
杜
会
主
義
国
家
に
お
け
る
資
本
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

の
復
活
が
必
然
性
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
理
論
問
題
と
実
際
問
題
に
か
か
わ
つ
て
い
る
一
、
「
こ
の
よ
う
た
論
争
問
題
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
討
論
を
始
め
る
こ
と
監
論
研
究
を
深
化
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
役
立
っ
一
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
毛
以
前
の
資
本
主
義
復

活
理
論
の
理
論
的
基
礎
の
批
判
と
直
接
関
連
し
て
、
現
段
階
の
中
国
の
経
済
学
界
に
お
い
て
、
当
該
問
題
を
め
ぐ
る
理
論
的
諸
問
題

が
討
論
し
論
昌
れ
て
い
電
妻
な
論
点
は
、
定
会
主
義
商
品
制
度
の
存
在
理
由
、
ｏ
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
性
質
を
ど
の
よ

う
に
，
把
握
す
る
の
か
・
目
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
経
済
的
土
台
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
四
所
謂
「
制
限
」
問

題
で
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
に
対
し
て
如
何
に
対
処
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
上
記
の
諸
論
点
を
紹
介
し
た

が
ら
、
所
謂
四
人
組
及
び
四
人
組
系
統
と
称
せ
ら
れ
る
理
論
家
達
の
諾
見
解
に
対
す
る
批
判
点
と
問
題
の
所
在
を
明
示
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
、
二
種
類
の
生
産
手
段
所
有
制
の
存
在
が
杜
会
主
義
商
品
制
度
を

存
在
せ
し
め
る
と
す
る
従
来
か
ら
の
通
説
と
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い
、
杜
会
的
分
業
の
存
在
が
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
が
存
在
す

る
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
す
る
説
の
二
っ
の
異
な
っ
た
見
解
が
主
に
「
対
立
」
し
、
後
者
の
見
解
が
主
流
に
な
り
っ
っ
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
白
拓
方
氏
は
、
　
「
政
治
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
、
通
常
の
観
点
は
、
生
産
手
段
の
二
つ
の
種
類
の
杜
会
主
義
所
有
制

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
（
八
二
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
二
一
八
（
八
二
四
）

ミ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

カ
　
杜
会
主
義
商
品
生
産
存
在
の
理
由
と
条
件
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
」
と
し
、
氏
自
身
は
、
後
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま

た
、
卓
畑
氏
も
、
　
「
二
種
類
の
公
有
制
の
存
在
は
、
現
段
階
の
商
品
制
度
の
特
徴
を
説
明
し
う
る
の
み
で
、
そ
れ
は
商
品
制
度
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
主
張
し
、
後
者
の
く
杜
会
的
分
業
説
Ｖ
を
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。
前
者
の
く
生
産
手

段
所
有
説
Ｖ
を
と
る
何
煉
成
氏
は
、
　
「
杜
会
主
義
杜
会
の
商
品
制
度
を
論
ず
」
に
お
い
て
、
　
「
二
種
類
の
公
有
制
の
併
存
は
、
杜
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

主
義
が
や
は
り
商
品
制
度
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
要
な
理
由
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
説
を
説
明
し
て
い
る
。

　
現
行
の
杜
会
主
義
杜
会
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
想
像
し
た
杜
会
主
義
杜
会
と
は
随
分
多
く
の
異
な
っ
た
点
が
あ
る
が
・

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
二
種
類
の
所
有
制
が
出
現
し
、
そ
れ
故
、
杜
会
主
義
杜
会
に
商
品
生
産
が
継
起
的
に
存
在
す
る
必
要
性
が
で

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
将
来
の
生
産
手
段
の
公
有
化
さ
れ
た
杜
会
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産
の
消
滅
が
考

え
ら
れ
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
生
産
手
段
の
公
有
化
さ
れ
た
杜
会
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
。
　
「
共
同
の

生
産
手
段
を
も
っ
て
労
働
し
て
そ
の
多
く
の
個
人
的
諸
労
働
力
を
自
覚
的
に
一
つ
の
杜
会
的
労
働
力
と
し
て
支
出
す
る
よ
う
な
、
か

・
・
、
、
、
、
、
、
（
７
）

由
人
た
ち
の
一
団
体
」
（
『
資
本
論
』
¢
青
木
書
店
一
八
一
べ
ー
ジ
、
傍
点
は
小
野
）
、
「
生
産
手
段
の
共
有
を
土
台
と
す
る
協
同
組
合
的
杜

会
の
内
部
で
は
、
生
産
者
は
、
そ
の
生
産
物
を
交
換
し
な
い
。
同
様
に
こ
こ
で
は
、
生
産
物
に
支
出
さ
れ
た
労
働
が
こ
の
生
産
物
の

価
値
と
し
て
、
現
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
杜
会
と
は
違
っ
て
、
個
々
の
労
働
は
、
も
は
や
間
接
に
で
は
な
く

直
接
に
総
労
働
の
構
成
部
分
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
「
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
」
『
マ
ル
ク
ス
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
』
＠
大
月
版
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

九
べ
、
ジ
）
。
マ
ル
ク
ス
に
は
、
二
種
類
の
所
有
制
の
出
現
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
中
国
の
現
実
は
、
生
産
手
段
の
全
人
民
所
有

制
の
部
門
で
は
、
生
産
手
段
と
労
働
生
産
物
は
、
労
働
人
民
を
代
表
す
る
国
家
所
有
に
属
し
、
国
家
に
よ
っ
て
計
画
的
に
割
当
さ
れ
、

統
一
的
に
分
配
さ
れ
る
。
集
団
所
有
制
の
部
門
で
は
、
生
産
手
段
と
労
働
生
産
物
は
、
同
一
集
団
内
部
の
労
働
大
衆
の
共
同
占
有
で



あ
り
・
国
家
は
・
生
産
手
段
と
労
働
生
産
物
を
、
任
意
に
調
達
し
、
無
償
で
占
有
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
同
時
に
各
集
団
所
有
制
単

位
の
間
に
、
各
自
の
生
産
手
段
と
生
産
物
を
相
互
に
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
杜
会
主
義
国
民
経
済
は
、
一
つ
の
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
か
ら
・
工
業
、
農
業
及
び
そ
の
他
の
各
部
門
は
、
相
互
依
存
、
緊
密
に
ー
連
関
し
て
お
り
、
工
農
業
問
そ
し
て
各
都
門
間
の

連
係
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
等
価
交
換
を
媒
介
に
し
た
商
品
制
度
を
採
用
し
な
げ
れ
ぼ
奮
な
い
。
そ
し
て
ま
た
現
段
階
で
は
、

依
然
と
し
て
個
人
経
営
経
済
が
存
続
し
て
お
り
、
個
人
経
営
経
済
の
生
産
物
は
、
完
全
に
個
人
の
所
有
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
人
民
公

杜
の
杜
員
家
族
の
副
業
に
お
い
て
、
杜
員
間
の
こ
の
生
産
物
の
副
業
は
、
い
う
ま
で
も
た
く
商
品
交
換
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
み
れ
ぽ
、
二
種
類
の
公
有
制
の
存
在
が
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
存
在
の
理
由
で
あ
る
。
何
煉
成
氏
の
所
論
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
た
く
生
産
手
段
説
Ｖ
に
対
し
て
、
卓
胴
氏
は
、
も
し
二
種
類
の
公
有
制
が
商
品
制
度
存
在
の
理
由
だ
と
す
れ
ぱ
、
第
一
に
、

全
人
民
所
有
制
内
部
で
何
故
相
互
交
換
が
必
要
で
、
ど
う
し
て
商
品
貨
幣
関
係
が
存
在
す
る
の
か
、
第
二
に
、
国
営
農
場
の
穀
物
と

集
団
所
有
制
経
済
の
穀
物
と
の
相
互
交
換
が
必
要
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
一
点
と
直
接
関
連
し
て
く
る
。
換
一
一
冒
す

れ
ぱ
、
こ
の
実
質
的
内
容
は
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
共
通
性
と
特
殊
性
を
規
定
す
る
具
体
的
な
内
容
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
・
こ
の
点
に
つ
い
て
論
者
に
よ
り
見
解
は
異
な
る
。
商
品
は
使
用
価
値
と
価
値
の
対
立
物
で
あ
り
、
商
品
交
換
は
貨
幣
に
媒

介
さ
れ
・
等
価
原
則
に
も
と
づ
い
て
お
こ
隻
れ
て
お
り
、
貨
幣
は
一
般
等
価
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
り
、
杜
会
的
労
働
の
一
般
的

体
現
で
あ
る
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
も
、
以
上
の
吉
に
資
本
主
義
商
品
制
度
と
共
通
し
た
属
性
を
も
つ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
意

味
に
お
い
て
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
、
”
旧
杜
会
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
〃
。
商
品
貨
幣
関
係
は
単
に
物
と
物
と
の
関
係
で
た
く
て
、

人
と
人
と
の
あ
い
だ
の
経
済
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
商
品
制
度
自
体
は
、
っ
ね
に
一
定
の
生
産
様
式
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
。

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
八
二
五
）
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異
た
っ
た
生
産
様
式
の
下
で
は
、
商
品
制
度
が
反
映
す
る
人
と
人
と
の
あ
い
だ
の
関
係
の
性
質
も
や
は
り
異
な
る
・
し
た
が
っ
て
・

生
産
様
式
が
商
品
制
度
の
特
殊
性
を
決
定
す
る
。
杜
会
主
義
杜
会
で
は
、
　
”
所
有
制
が
変
わ
っ
た
〃
こ
と
に
よ
り
・
商
品
制
度
の
存

在
す
る
基
礎
に
根
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
が
杜
会
主
義
商
品
制
度
と
資
本
主
義
商
品
制
度
に
根
本
的
な
異
な
っ
た
性
質

と
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
決
定
づ
げ
る
。
こ
の
特
殊
性
は
主
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
第
一
に
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
・
工

業
と
農
業
の
あ
い
だ
、
都
市
と
農
村
の
あ
い
だ
、
国
家
・
集
団
・
個
人
の
あ
い
だ
の
根
本
的
利
益
の
一
致
を
前
提
に
し
た
協
同
互
助

的
関
係
で
あ
る
。
第
二
に
、
杜
会
主
義
生
産
の
目
的
に
、
資
本
主
義
の
利
潤
追
求
と
ち
が
っ
て
、
杜
会
と
人
民
の
需
要
を
満
足
さ
せ

る
た
め
に
よ
り
多
く
の
よ
り
よ
い
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
三
に
、
所
有
制
の
変
更
に
よ
り
、
労
働
力
は
商
品
で
な

く
な
り
、
工
場
、
鉱
山
、
河
川
、
森
林
等
々
は
売
買
の
対
象
で
な
く
な
り
、
全
人
民
所
有
制
内
部
の
割
当
物
資
は
、
計
画
価
格
で
あ

る
げ
れ
ど
、
そ
の
性
質
は
一
般
的
商
品
と
同
じ
で
は
な
い
。
第
四
に
、
商
品
生
産
と
商
品
交
換
の
大
部
分
は
、
国
家
計
画
に
よ
り
組

織
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
生
産
と
需
要
の
矛
盾
は
、
計
画
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
。
”
四
人
組
一
と
そ
の
「
御
用
執
筆
グ
ル
ー
‘
は
・

「
故
意
に
混
乱
を
っ
く
り
」
、
二
般
商
品
制
度
の
共
通
性
を
あ
げ
っ
ろ
っ
て
、
異
な
っ
た
商
品
制
度
の
特
殊
性
を
否
定
す
細
寸
と
・

、
何
論
文
の
所
説
を
さ
ら
に
っ
づ
げ
よ
う
。
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
の
発
生
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

カ
に
つ
い
て
、
　
「
中
国
の
学
術
界
に
異
な
っ
た
見
解
が
存
在
す
る
」
。
し
か
し
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
中
国
の
経
済
学
関
係
の
文
献

に
四
人
組
系
統
の
理
論
は
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
も
、
四
人
組
系
統
の
理
論
家
の
見
解
は
公
然
と
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
杜
会
主

義
商
品
制
度
は
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
生
み
だ
す
経
済
的
土
台
で
な
い
が
、
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
可
能
性
は
あ
り
・
新
し

　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

い
フ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
経
済
的
条
件
の
一
っ
で
あ
る
」
。
当
然
、
「
可
能
性
」
と
「
現
実
性
」
と
は
同
じ
で

な
い
し
、
条
件
の
一
つ
は
、
全
部
の
条
件
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
現
実
性
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
他



の
条
件
が
必
要
で
あ
る
后
氏
は
彼
な
り
に
、
四
人
組
の
資
本
主
義
復
活
の
所
説
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
杜
会
主
義
商
品
制

度
は
「
必
然
的
に
一
資
本
主
義
を
麦
だ
す
と
い
葦
一
と
は
、
「
商
品
・
貨
幣
を
資
本
に
必
然
的
に
転
化
し
、
労
働
力
を
商
品
と
す
る

資
本
主
義
的
搾
取
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
聾
と
い
三
と
、
ま
た
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
中
幕
在
す
る
「
事
実
上
の
不
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

等
一
は
・
「
所
謂
〃
党
内
の
ブ
ル
ジ
一
ア
階
級
一
を
形
成
す
る
経
済
的
土
台
で
あ
る
一
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
四
人
組

の
見
解
は
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
特
殊
性
と
資
本
主
義
商
品
制
度
の
特
殊
性
を
意
識
的
に
混
同
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
上
記
に

言
及
し
た
よ
う
に
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
、
杜
会
主
義
と
し
て
の
特
殊
性
と
商
品
制
度
一
般
と
し
て
の
共
通
し
た
性
格
の
、
両
面

を
も
っ
か
ら
・
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
〃
旧
杜
会
と
大
し
て
変
ら
な
い
〃
側
面
を
も
っ
の
で
あ
る
。
こ
の
両
側
面
隻
い
て
は
、
前
者

が
主
、
後
者
が
従
で
あ
り
、
両
者
は
、
並
列
及
び
転
倒
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。

杜
会
主
義
商
品
制
度
は
・
何
故
、
資
本
主
義
を
生
む
可
能
性
が
あ
り
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
を
生
む
一
つ
の
経
済
的
条
件
が

存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
は
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
が
、
商
品
制
度
一
般
と
し
て
の
共
通
し
た
側
面
を
も
っ
こ
と
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

「
菱
上
の
不
平
等
と
い
う
こ
の
考
な
弊
害
と
欠
陥
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
一
こ
と
で
あ
る
。
商
品
の
使
用
価
値
と
価
値

の
矛
盾
は
・
「
売
上
高
と
利
潤
を
追
求
す
る
可
能
性
一
が
あ
り
、
価
格
と
価
値
の
矛
盾
は
、
「
投
機
．
空
売
分
乏
利
用
さ
れ
る
可

能
性
一
が
膏
・
貨
幣
の
存
在
は
、
貨
幣
が
「
一
般
的
等
価
物
で
あ
り
、
杜
会
的
財
貨
や
富
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貨
幣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

追
求
し
、
投
機
空
売
り
地
下
工
場
た
ど
搾
取
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
可
能
性
」
が
あ
る
。

要
す
る
に
・
「
四
人
組
の
ま
き
ち
ら
し
た
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
、
窯
む
栗
義
差
み
モ
た
と
い
う
謬
論
を
批
判
し

ょ
う
と
す
る
上
で
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
一
般
的
属
性
は
、
や
は
り
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
ト
一
・
こ
れ
が
・
何
氏
の
結
論
で
あ
る
。
氏
は
、
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
、
必
然
的
に
決
し
て
現
実
性
に
な

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
（
八
二
七
）



　
　
　
　
立
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（
１
８
）

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
っ
げ
加
え
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
っ
い
て
は
次
章
で
詳
細
に
検
討
一
し
た
い
。
最
後
に
・
何
氏
は
・

「
制
限
一
問
題
に
ふ
れ
、
制
限
と
は
、
商
品
制
度
固
有
の
矛
盾
が
走
ら
す
消
極
的
作
用
を
制
限
す
る
こ
と
・
商
品
制
度
が
反
映
す

る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
、
価
値
法
則
の
自
然
発
生
的
作
用
と
資
本
主
義
の
自
然
発
生
的
傾
向
を
制
限
す
る
こ
と
・

で
膏
、
「
制
限
一
を
、
「
商
品
生
産
と
商
品
流
通
を
縮
小
し
、
商
品
化
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
£
一
た
「
四
人
組
と
そ
の

御
用
執
筆
グ
ル
ー
プ
一
は
実
際
上
、
「
商
品
制
度
を
消
減
し
、
杜
会
主
義
経
済
を
破
壊
し
よ
う
と
す
（
聖
も
の
で
あ
る
・
と
。

張
躍
慶
、
費
支
誠
「
実
事
求
是
地
研
究
竃
的
商
品
制
度
一
は
、
「
”
四
人
組
一
批
判
の
前
提
の
下
に
－
…
杜
会
主
義
商
品
制
度

が
資
本
主
義
発
生
と
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
の
間
題
に
対
し
て
、
依
然
と
し
て
若
干
の
異
な
っ
た
見
方
が
存
在
す
る
」
「
若
干
の

人
、
は
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
自
体
依
然
と
し
て
資
本
主
義
を
生
差
す
と
考
え
て
い
璽
と
し
た
上
で
・
上
述
し
た
何
煉
成
論

文
を
批
判
的
に
と
り
あ
げ
る
。
上
記
に
の
べ
た
何
論
文
の
詳
細
な
内
容
紹
介
か
ら
す
で
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
・
何
氏
は
・
杜
会
主

義
商
品
と
資
本
主
義
商
品
に
共
通
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
差
共
通
性
は
、
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
の
で
、
商
品
の
共
通
性
を
制
隈
し
・

資
本
主
義
の
発
生
を
防
止
し
淳
れ
窪
婁
い
と
。
杜
会
主
義
商
品
の
特
殊
性
を
利
用
し
て
の
孟
会
主
義
に
奉
仕
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
張
、
費
の
両
氏
は
、
何
氏
の
こ
の
観
点
に
っ
ぎ
の
三
点
に
莞
一
て
同
意
で
き
な
い
と
す
る
。
第
一
に
・
何
氏
は
・
商
品

の
共
通
性
と
特
殊
性
と
を
切
り
離
し
て
、
特
殊
性
の
み
が
、
杜
会
主
義
建
設
に
奉
仕
す
る
と
し
て
い
る
。
杜
会
主
義
商
品
を
共
通
性

と
特
殊
性
の
両
面
に
区
別
す
る
の
は
、
理
論
的
な
抽
象
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
何
氏
の
よ
う
に
共
通
性
は
制
限
し
て
・
特
殊
性
は

杜
会
主
義
建
設
に
利
用
す
る
と
い
う
よ
嘉
こ
と
は
で
き
な
い
。
商
品
は
、
い
か
な
る
杜
会
髭
の
下
に
あ
言
と
共
通
性
と
特
殊

性
の
統
－
を
の
で
あ
る
。
歴
史
上
存
在
し
た
各
商
品
は
、
商
品
の
共
通
性
と
特
殊
性
の
統
一
で
あ
｛
現
実
の
商
品
に
お
い
て

は
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
使
用
価
値
と
価
値
の
統
一
が
、
商
品
の
共
通
性
で
、
商
品
の
内
在
的
矛
盾
で
あ
ゑ
生
産
物
が



商
品
に
転
化
す
を
所
以
は
、
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
杜
会
形
態
の
下
で
の
商
品
す
べ
て
が
具
有
す

る
属
性
で
あ
る
。
商
品
の
特
殊
性
は
、
商
品
が
体
現
す
る
具
体
的
な
杜
会
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
生
産
手
段
所
有
制
の
性
質
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
特
殊
性
は
、
歴
史
上
に
存
在
し
た
各
種
の
商
品
（
小
私
有
制
下
の
商
品
、
資
本
主
義
商
品
、
杜
会
主
義
商
品
）

を
各
類
型
に
区
分
す
る
。
第
二
の
批
判
点
は
、
何
氏
が
、
商
品
の
共
通
性
と
特
殊
性
を
切
り
離
す
の
は
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
下
の

商
品
の
共
通
性
が
資
本
主
義
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
に
対
し
て
制
限
を
加
え
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
で
あ

る
・
商
品
の
共
通
性
は
歴
史
上
存
在
す
る
各
種
商
品
生
産
の
中
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
は
、
商
品
の
特
殊
性
の

中
に
や
ど
る
抽
象
的
共
通
性
か
ら
発
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
説
明
は
、
一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、

小
商
品
生
産
は
資
本
主
義
を
は
ぐ
く
み
、
商
品
、
貨
幣
は
資
本
に
１
転
化
す
る
。
レ
ー
ニ
ソ
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
は
商
品
生
産
か
ら
発

生
す
る
と
い
っ
た
。
小
商
品
生
産
は
小
私
有
制
を
基
礎
と
し
た
商
品
生
産
で
あ
る
。
こ
の
商
品
生
産
は
、
一
定
の
歴
史
的
条
件
の
下

に
－
・
価
値
法
則
の
自
然
発
生
的
作
用
に
よ
り
、
小
商
品
生
産
者
に
両
極
分
化
を
も
た
ら
す
。
一
部
分
は
破
産
し
、
生
産
手
段
を
喪
朱

し
・
生
活
の
た
め
・
自
己
の
労
働
力
を
売
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
他
の
部
分
は
、
富
を
蓄
積
し
、
生
産
手
段
を
自
己
に
集
中
し
、
賃
労

働
を
搾
取
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
　
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
貨
幣
所
有
者
（
生
産
手
段
所
有
老
）
は
、
自
已
の
貨
幣
で
労
働
力
商
品
を

購
入
し
・
生
産
過
程
に
お
い
て
労
働
力
の
価
値
以
上
の
価
値
を
っ
く
り
、
貨
幣
を
資
本
に
転
化
す
る
と
分
析
し
て
い
る
。
杜
会
主
義

商
品
生
産
は
、
小
商
品
生
産
及
び
資
本
主
義
商
品
生
産
と
本
質
的
に
異
な
る
。

　
第
三
に
・
何
氏
は
、
商
品
制
度
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
商
品
の
共
通
性
を
制
限
し
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
と
い
う
。
張
、
費
両
氏
に

よ
れ
ば
・
商
品
の
共
通
性
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
生
産
物
を
商
品
な
ら
し
め
る
規
定
性
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
で
は
、
実
際
上
、

商
品
を
消
滅
さ
せ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
所
謂
制
限
と
は
、
商
品
制
度
が
「
反
映
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
」
を
制
限
す
る
こ
と
で

　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
…
（
八
二
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
（
八
三
〇
）

あ
る
と
何
氏
は
い
う
げ
れ
ど
、
商
品
制
度
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
等
価
交
換
を
制
限
す
る
こ
と
を
指

す
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
制
限
す
る
の
か
。
等
価
交
換
は
価
値
法
則
の
客
観
的
要
求
で
あ
る
。
客
観

的
た
経
済
法
則
と
し
て
の
価
値
法
則
を
自
覚
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
等
価
交
換

を
制
限
す
る
こ
と
は
、
不
等
価
交
換
を
実
行
し
た
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
は
必
然
的
に
商
品
生
産
と
商
品
交
換
を
破
壊
し
、
労

農
同
盟
に
損
害
を
与
え
る
。

　
毛
が
の
べ
た
「
こ
れ
ら
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
独
裁
の
も
と
で
制
限
を
加
え
る
ほ
か
は
な
い
」
は
、
結
局
、
何
を
制
限
す
る
の
か
。

両
氏
は
、
　
「
杜
会
主
義
商
品
自
身
は
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
氏
の
理
解
す
る
、
毛
の
い

う
制
限
と
は
、
商
品
、
貨
幣
を
利
用
し
て
資
本
主
義
活
動
を
お
こ
な
う
条
件
の
出
現
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
繊
～

　
卓
畑
氏
は
、
　
「
我
也
談
談
杜
会
主
義
商
品
制
度
」
に
お
い
て
、
張
、
質
氏
の
観
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
商
品
制
度
に
か
ん
す
る
基
本

的
原
理
に
合
致
す
る
と
同
意
し
た
上
で
、
上
述
し
た
何
煉
成
氏
の
観
点
を
批
判
す
る
。
商
品
の
内
在
的
矛
盾
と
し
て
の
使
用
価
値
と

価
値
の
矛
盾
の
基
礎
に
は
、
具
体
的
労
働
と
抽
象
的
労
働
の
矛
盾
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
具
体
的
労
働
と
抽
象
的
労
働
の
矛
盾
の
基
礎

は
、
杜
会
的
分
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
価
値
と
価
値
の
矛
盾
の
根
源
は
、
杜
会
的
分
業
で
あ
る
。
卓
胴
氏
は
、
商
品
論
を

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
、
商
品
の
共
通
性
は
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
を
生
み
だ
す
一
っ
の
経
済
的
条

件
で
あ
り
、
プ
ロ
独
裁
の
下
で
制
限
を
加
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
商
品
の
共
通
性
で
あ
る
と
す
る
、
何
氏
の
論
理
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

商
品
生
産
を
否
定
し
、
結
局
は
、
杜
会
的
分
業
を
否
定
す
る
こ
と
に
行
き
っ
く
と
。

　
　
（
１
）
　
張
躍
慶
　
質
克
誠
《
事
実
求
是
地
研
究
我
国
的
商
品
制
度
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
八
年
第
九
期
第
三
一
頁
。

　
　
（
２
）
　
張
躍
慶
　
質
克
誠
《
実
事
求
是
地
研
究
我
国
的
商
品
制
度
Ｖ
《
経
済
研
究
》
一
九
七
八
年
第
九
期
第
三
一
頁
。



一
３
一
張
問
敏
張
卓
元
呉
驚
編
《
建
国
以
来
杜
会
主
義
商
品
生
産
和
価
値
規
律
論
文
選
下
冊
》
上
海
人
民
出
版
竺
九
七
九
年
所
収
劉

　
　
熾
光
襲
益
鳴
〈
関
於
杜
会
主
義
商
品
制
度
的
討
論
〉
は
、
一
九
七
八
年
一
月
二
十
四
日
、
二
十
青
の
両
目
、
《
武
漢
大
学
学
報
〉
編

　
　
集
都
に
よ
り
主
催
さ
れ
た
杜
会
主
義
商
品
制
度
問
題
に
つ
い
て
の
ツ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
起
さ
れ
た
諸
論
点
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
け
ソ

　
　
ポ
ジ
ゥ
ム
参
加
者
全
員
は
・
杜
会
主
義
商
品
生
産
と
資
本
主
義
商
品
生
産
の
本
質
的
区
別
と
し
て
、
っ
ぎ
の
五
っ
の
側
面
隻
い
て
認
識

　
　
が
一
致
し
た
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
、
生
産
手
段
公
有
制
の
基
礎
の
走
成
立
し
、
商
品
生
産
者
と
商
品
所
有

　
　
者
は
・
私
的
個
人
で
集
い
第
二
に
杜
会
主
義
商
一
叩
生
産
は
無
政
府
的
で
た
く
て
計
画
は
バ
ラ
ソ
ス
を
も
つ
て
進
行
し
て
い
る
こ
と

　
　
第
三
に
・
労
働
力
と
主
要
な
生
産
手
段
は
忘
や
商
品
で
は
た
い
第
四
に
杜
会
主
義
商
品
制
度
は
、
干
農
業
生
産
の
速
い
発
展
を
促

　
　
進
し
・
都
市
と
農
村
の
経
済
連
係
に
雲
し
い
形
式
で
あ
る
第
乏
そ
れ
は
両
雰
化
を
惹
起
せ
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
が
ブ
ル
ジ

　
　
ョ
ア
階
級
に
１
打
ち
勝
つ
重
要
な
物
質
的
保
障
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
干
の
異
見
を
報
告
し
て
い
る
。

一
４
一
白
拓
方
く
論
杜
会
主
義
商
品
生
産
存
在
的
原
因
和
条
件
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
八
年
第
八
期
第
五
六
頁
。

（
５
）
卓
畑
《
我
也
談
談
杜
会
主
義
的
商
品
制
度
Ｖ
〈
経
済
研
究
〉
一
九
七
九
年
第
六
期
第
五
八
頁
。

（
６
）
　
何
煉
成
《
論
杜
会
主
義
杜
会
的
商
品
制
度
Ｖ
《
経
済
研
究
〉
一
九
七
八
年
第
六
期
第
三
九
頁
。

一
７
一
長
谷
部
訳
の
こ
こ
の
箇
所
は
原
文
苫
一
着
訳
出
し
て
い
る
が
、
中
国
語
訳
は
「
自
由
人
の
一
コ
ソ
ミ
ユ
、
ソ
一
一
「
一
個
自
由
人
的
公

　
　
杜
」
）
（
馬
克
思
〈
資
本
論
〉
第
一
巻
　
郭
大
力
、
王
亜
南
訳
人
民
出
版
杜
一
九
六
三
年
第
五
四
頁
）
で
あ
る
。

一
８
一
古
克
武
《
馬
克
思
和
恩
簸
有
没
有
設
相
一
過
杜
会
主
義
的
集
体
所
有
制
？
×
経
済
研
究
》
一
九
七
九
年
第
三
期
第
八
○
頁
に
お
い
て

　
　
異
論
を
提
起
し
て
い
る
。

一
９
一
御
用
執
筆
グ
ル
ー
プ
と
は
蓼
享
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
し
ば
し
ば
攻
撃
の
対
琶
な
つ
て
い
る
《
杜
会
主
義
政
治
経

　
　
済
学
》
執
筆
グ
ル
ー
プ
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
《
杜
会
主
義
政
治
経
済
学
》
は
、
公
刊
さ
れ
て
い
き
。
ど

　
　
う
も
「
中
共
」
の
内
部
資
料
の
よ
う
で
あ
る
。
大
衆
の
目
に
ふ
れ
な
い
文
献
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

（
１
０
）
　
何
煉
成
《
論
杜
会
主
義
杜
会
的
商
品
制
度
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
八
年
第
六
期
第
四
一
頁
。

（
ｕ
）
何
煉
成
　
同
上
第
四
一
頁
。

（
１
２
）
何
煉
成
　
同
上
第
四
一
頁
。

（
１
３
）
　
何
煉
成
　
同
上
第
四
一
頁
。

　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
八
三
一
）



（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

（
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）

何
煉
成

何
煉
成

何
煉
成

何
煉
成

何
煉
成

何
煉
成

何
煉
成

張
躍
慶

張
躍
慶

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

第
四
一
頁
。

第
四
一
一
頁
。

第
四
一
一
頁
。

第
四
一
一
頁
。

第
四
一
一
頁
。

第
四
三
頁
。

第
四
三
頁
。

一
三
六
（
八
三
二
）

質
克
誠
《
実
事
求
是
地
研
究
我
国
的
商
品
制
度
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
八
年
第
九
期
第
五
八
頁
。

質
克
誠
　
同
上
　
第
六
〇
頁
。

卓
畑
《
我
也
談
談
杜
会
主
義
的
商
品
制
度
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
九
年
第
六
期
第
六
〇
頁
◎

　
　
　
　
　
二
　
宮
赦
聞
、
康
立
両
氏
の
所
論
と
国
務
院
財
政
貿
易
理
論
小
グ
ル
ー
ブ
の
所
説
の
対
比

　
）↑

前
章
の
指
摘
で
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
所
謂
四
人
組
批
判
を
め
ぐ
る
理
論
上
の
問
題
の
所
在
は
、
主
に
・
ｏ
杜
会
主
義
商

品
制
度
は
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
経
済
的
土
台
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
、
〇
四
人
組
（
四
人
組
と
い
っ
て
も
当
該
間
題
に
っ
い

て
理
論
的
な
論
文
を
書
い
て
発
表
し
て
い
る
の
は
、
銚
と
張
の
両
氏
で
あ
る
が
、
所
謂
制
隈
問
題
で
は
両
氏
の
見
解
は
大
き
く
相
違
し
て
い
班

及
び
四
人
組
系
統
の
理
論
家
達
は
、
は
た
し
て
、
現
段
階
に
お
い
て
商
品
制
度
を
す
ぐ
に
消
減
さ
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
、
そ
し
て
臼
　
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
経
済
原
論
的
た
問
題
で
あ
る
が
、
使
用
価
値
と
価
値
の
矛
盾
、
具
体
的
労
働
と
抽

象
的
労
働
の
矛
盾
、
私
的
労
働
と
杜
会
的
労
働
の
矛
盾
そ
し
て
杜
会
的
分
業
の
相
互
の
内
的
連
関
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

問
題
で
あ
る
。



　
『
南
京
大
学
学
報
』
（
一
九
七
八
年
第
一
期
）
所
収
の
張
永
桃
「
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
必
然
的
に
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

〃
四
人
組
〃
の
反
一
ル
ク
ス
主
義
的
謬
論
を
駁
芦
一
に
お
い
て
、
「
四
人
組
の
上
海
に
淳
る
理
論
的
代
理
人
纂
聞
一
と
も
い
わ

れ
・
ま
た
・
霧
院
財
政
貿
易
理
論
小
グ
ル
ー
プ
一
今
後
「
理
論
小
グ
↑
プ
一
と
略
称
す
一
の
「
四
人
組
の
杜
会
主
義
商
品
生
産
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

傷
す
る
反
動
的
謬
論
長
写
雪
に
お
い
て
も
、
「
四
人
組
の
お
先
棒
で
あ
る
－
－
霊
、
募
聞
一
と
も
い
わ
れ
、
宮
蕎
、

康
立
両
氏
は
・
四
人
組
系
統
の
理
論
家
と
し
て
、
批
判
・
攻
撃
の
的
潅
つ
て
い
る
よ
う
息
え
る
。
宮
麓
氏
は
、
序
で
一
一
一
一
目
及
し

た
よ
う
に
・
私
が
翻
訳
し
た
一
嚢
杜
会
主
義
企
業
管
理
一
の
編
者
で
あ
る
。
彼
の
わ
ず
か
三
ぺ
－
ジ
の
短
い
シ
ヤ
ー
プ
た
論
文

「
政
治
経
済
学
と
プ
一
レ
タ
リ
ァ
階
級
独
哲
は
、
康
立
氏
の
こ
れ
ま
た
非
常
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
変
胴
文
「
隻
至
義
の
時
期
に
お
け

る
ブ
ル
ジ
一
ア
階
級
を
論
童
と
と
芝
・
上
記
の
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
一
論
文
の
中
で
批
判
・
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
・
宮
・
康
二
人
の
理
論
家
の
所
説
と
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
の
論
文
を
と
り
あ
げ
、
　
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
の
両
氏
に
対

す
る
と
り
あ
げ
方
は
公
平
で
あ
る
の
梵
そ
し
て
両
者
の
所
説
を
公
平
に
対
比
す
る
こ
と
に
吉
、
上
述
の
Ｈ
，
ｏ
の
問
題
を
考
察

す
る
の
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
性
格
上
、
以
下
の
二
点
は
了
解
さ
れ
た
い
。
即
ち
、
宮
、
康
二
人
の
理
論
家

の
見
解
を
尉
丈
む
ぞ
ぐ
し
で
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
１
、
紹
介
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
・
し
て
い
る
た
め
引
用
文
が
多
く
長
く
な
る
こ
と
、

「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
の
四
人
組
批
判
は
、
四
人
組
の
理
論
を
批
判
を
す
る
理
論
家
達
と
同
工
異
曲
で
、
第
一
章
で
一
一
冒
及
し
た
内
容

と
重
複
す
る
と
こ
ろ
多
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。

　
前
章
で
杢
言
及
し
た
よ
う
に
現
段
階
の
中
国
の
理
論
家
達
の
四
人
組
理
論
批
判
の
共
通
し
た
認
識
は
、
四
人
組
理
論
の
特
徴
の
一

っ
が
・
杜
会
主
義
商
品
生
産
の
特
殊
性
を
否
定
し
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
と
資
本
主
義
商
品
生
産
の
相
違
ま
た
小
商
品
生
産
と
の
相

違
を
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
も
、
同
様
に
い
う
。
「
”
四
人
組
〃
は
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
を

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
（
八
三
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
（
八
三
四
）

否
定
す
る
た
め
に
、
極
力
杜
会
主
義
商
品
生
産
の
特
殊
的
性
質
を
抹
殺
し
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
と
資
本
主
義
商
品
生
産
の
本
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

区
別
を
抹
殺
し
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
上
記
の
宮
敷
聞
氏
の
論
文
の
っ
ぎ
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
即
ち
・

　
　
〕

　
　
ひ
　
「
ま
さ
に
商
品
の
内
在
的
矛
盾
に
よ
り
、
資
本
主
義
杜
会
の
誕
生
を
導
く
。
杜
会
主
義
杜
会
の
生
産
物
は
、
や
は
り
使
用
価
値
と
価
値

　
の
統
一
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
り
．
．
．
．
商
品
の
内
在
的
矛
盾
に
つ
い
て
い
え
は
、
商
品
生
産
の
基
本
的
経
済
法
則
即
ち
価
直
法
則
に
つ
い

ホ
Ｒ
ぱ
、
そ
れ
は
い
っ
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
独
裁
の
制
限
を
離
脱
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
自
然
発
生
的
に
資
本
主
義
的
方
向
へ
発
展
す

　
る
」
岬
「
商
品
制
度
が
存
在
し
さ
え
す
れ
ぱ
、
か
な
ら
ず
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
存
在
す
る
。
旧
い
世
代
の
地
主
や
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
が
す
べ
て
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
に
絶
え
た
と
し
て
も
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
が
や
は
り
た
え
ず
発
生
す
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
〕

　
　
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
は
、
こ
の
ひ
田
二
っ
の
文
章
に
お
い
て
、
宮
救
聞
氏
の
言
及
す
る
商
品
生
産
は
、
　
「
商
品
生
産
一
般
」
の

概
念
で
あ
り
、
如
何
な
る
性
質
の
商
品
生
産
な
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
た
の
か
、
資
本
主
義
商
品
生
産
な
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

あ
る
い
は
小
商
品
生
産
な
の
か
、
を
説
明
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
の
前
後
関
係
を
含
め
て
該
当
箇
所
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

長
く
な
る
が
引
用
し
て
対
比
し
て
み
よ
う
。
Ａ
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
「
ま
さ
に
商
品
の
内
在
的
矛
盾
に
よ
り
資
本
主
義
杜
会
の
誕
生
を
導
く
。
杜
会
主
義
杜
会
の
生
産
物
は
や
は
り
使
用
価
直
と
価
直
の
統
一
物
と

し
て
の
商
品
で
あ
る
。
一
定
の
条
件
の
下
で
は

曹
口
の
内
在
的
矛
盾
の
発
展
は
や
は
り
資
本
主
義
の
復
活
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
杜
会
主
義

杜
会
の
商
ロ
ロ
笥
度
は
　
主
に
二
種
類
の
杜
会
主
義
公
有
制
の
基
礎
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
計
画
的
発
展
の
法
則
の
調
整
と
支
配
を
受
げ
・

ま
た
不
完
全
な
カ
ら
価
値
法
則
に
よ
り
調
節
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
商
品
制
度
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
独
裁
の
下
で
は
す

で
に
葡
限
を
受
け
て
お
り
　
単
純
商
品
生
産
や
資
本
主
義
商
品
生
産
の
条
件
下
の
状
況
と
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
商
品
の
内
在
的
矛
盾
に
つ
い
て

い
え
ぱ
、
商
品
生
産
の
基
本
的
経
済
法
則
即
ち
価
値
法
則
に
っ
い
て
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
い
っ
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
独
裁
の
制
限
を
離
脱
す
る

こ
と
を
要
求
し
、
自
然
発
生
的
に
資
本
主
義
方
向
へ
発
展
す
る
Ｌ
。

こ
の
引
用
文
の
中
で
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
　
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
り
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
省
略
さ
れ
て
い
る



点
で
あ
ゑ
右
の
引
用
か
ら
真
か
る
よ
う
に
宮
赦
聞
氏
は
、
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
特
殊
性
を
否
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
山
の
段
落
で
あ
る
が
・
こ
れ
も
、
こ
の
文
章
の
前
後
関
係
を
捨
象
し
て
引
用
す
る
と
、
確
か
に
「
理
論
小
グ
ル
、
ブ
一
の
よ

　
　
　
〔

う
簸
解
缶
能
で
あ
る
が
・
こ
の
文
章
の
一
則
の
段
落
を
含
め
て
再
度
引
用
し
て
み
る
と
っ
ぎ
の
よ
う
に
雲
。

　
　
「
八
警
金
制
・
労
働
に
応
じ
た
分
配
・
貨
幣
交
換
は
、
商
品
制
度
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
、
商
品
制
度
の
存
在
は
、
ま
た
二
種
類
の
唯
手
段

の
杜
会
主
義
公
有
制
の
存
在
に
ょ
一
て
決
定
さ
れ
る
。
杜
会
主
義
杜
会
の
定
こ
の
二
種
類
の
公
有
制
は
長
期
に
わ
た
り
同
時
に
共
存
す
る
が
結
局

　
は
、
ま
た
、
杜
会
主
義
生
産
発
展
の
一
定
の
歴
史
段
階
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」
。

こ
の
文
章
の
す
ぐ
あ
と
に
・
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
一
に
吉
引
用
さ
れ
た
卿
の
部
分
が
く
る
の
で
あ
る
。
宮
蕎
氏
の
こ
こ
で
の

一
シ
一
ク
は
・
〈
杜
会
主
義
生
産
の
一
定
の
歴
史
的
発
展
段
階
－
二
種
類
の
生
産
手
段
の
杜
会
主
義
公
有
制
杜
会
主
義
商
品

制
度
の
存
在
八
級
賃
金
制
度
・
労
働
に
応
じ
た
分
配
、
貨
幣
交
換
ブ
ル
シ
ヨ
ア
階
級
の
存
在
Ｖ
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
宮

蕎
論
文
の
論
旨
を
さ
ら
に
籍
し
事
一
う
。
雷
は
、
杜
会
主
義
の
経
済
的
土
台
を
す
で
に
建
設
し
た
が
、
依
然
と
し
て
階
級

が
存
在
し
て
盲
・
短
期
問
で
そ
れ
を
消
減
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
定
の
生
産
力
発
展

の
歴
史
的
段
階
と
連
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
定
の
生
産
力
震
の
歴
史
的
段
階
が
、
上
述
し
た
ロ
ジ
ツ
ク
の
一
部
分
を

経
て
・
杜
会
主
義
商
品
制
度
が
存
在
す
る
歴
史
的
必
然
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
隻
る
。
も
し
、
こ
の
商
品
制
度
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階

級
を
必
然
的
星
み
だ
す
奮
・
隻
至
義
杜
会
に
は
、
長
期
問
に
わ
た
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
が
存
在
し
、
再
生
産
さ
れ
る
条
件

が
存
在
す
る
・
杜
会
主
義
杜
会
の
生
産
物
は
、
依
然
と
し
て
、
使
用
価
値
と
価
値
の
統
一
物
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、

一
定
の
条
件
の
下
で
・
商
品
の
内
在
的
矛
盾
の
発
展
は
、
資
本
主
義
杜
会
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
、
現
段
階
の
杜
会

主
義
杜
会
の
下
で
は
・
異
な
る
一
定
の
条
件
の
下
で
、
商
品
の
内
在
的
矛
盾
の
発
展
は
、
資
本
主
義
復
活
を
や
は
り
招
来
す
る
の
で

　
　
　
　
中
豊
お
げ
る
「
資
本
主
義
一
復
活
理
論
一
小
野
一
　
　
　
　
　
　
一
三
九
一
八
三
五
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
九
巻
．
雲
号
一
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
一
八
三
六
一

あ
る
。
杜
会
主
義
商
品
制
度
の
下
で
は
、
等
価
交
換
の
原
則
が
実
行
さ
れ
、
こ
の
原
碧
体
現
し
て
い
る
の
は
・
ブ
ル
ジ
一
ア
的
権

利
で
あ
る
。
商
品
生
産
者
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
上
の
平
等
、
事
実
上
の
不
平
等
で
あ
る
ブ
ル
ジ
一
ア
的
権
利
を
利
用
し
て
・
大
量

の
商
品
と
貨
幣
を
占
有
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
の
地
位
に
の
し
あ
が
一
た
。
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
も
・
こ
の
よ
差
・
フ
ル
ジ
ョ

ァ
的
権
利
が
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
分
子
を
生
む
重
要
な
経
済
的
土
台
で
あ
る
。
そ
し
て
・
し
ば
し
ば
よ
く
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る

レ
ー
ニ
ン
「
偉
大
な
創
意
一
の
階
級
概
念
の
規
定
二
定
の
杜
会
経
済
制
度
の
な
か
で
占
め
る
そ
の
地
位
が
ち
が
う
こ
と
に
よ
一
て
・

そ
の
う
ち
の
一
方
が
他
方
の
労
働
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
差
、
人
問
の
集
団
一
一
・
レ
ー
一
ソ
全
集
一
実
月
版
・
四

五
ニ
ペ
、
ジ
一
を
引
用
す
る
。
ご
く
少
数
の
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
一
ブ
ル
ジ
一
ア
的
権
利
を
利
用
し
て
・
他
人
の
労
働
を
わ
が
も
の
に

し
た
集
団
一
は
、
こ
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
を
拡
大
し
、
享
享
亨
の
商
品
と
貨
幣
を
占
有
す
る
二
一
註
対
し
て
・
「
理
論
小

グ
ル
、
プ
一
は
、
小
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
商
品
の
内
在
的
矛
盾
の
条
件
の
下
で
・
資
本
主
義
杜
会
の
生
誕
轟
く
け

れ
ど
、
そ
れ
は
、
小
商
品
生
産
者
は
私
的
生
産
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
電
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
・
私
的
生
産
で
は
な
く
・

異
な
つ
た
公
共
所
有
者
明
に
お
げ
至
産
で
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
恵
や
、
「
私
的
労
艶
嚢
－
・
「
全
人
民
的
あ

る
い
は
集
団
的
公
共
労
働
一
で
膏
、
「
個
人
労
働
一
は
、
こ
の
よ
差
公
共
労
働
の
一
蓼
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
・
個
人
の

あ
い
だ
に
は
生
産
物
の
交
換
窪
い
。
商
品
交
換
は
、
「
全
人
受
集
団
あ
る
い
は
集
団
と
集
団
の
あ
い
だ
で
お
こ
套
れ
寧

一
仁
、
の
よ
う
な
異
な
つ
た
公
共
所
有
者
の
問
の
交
換
の
存
在
は
、
根
本
的
に
労
働
者
個
人
の
両
雰
化
を
引
き
起
す
こ
と
は
で
き
な

い
一
。
そ
れ
故
、
使
用
価
値
と
価
値
の
矛
盾
か
ら
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
が
資
本
主
義
を
麦
だ
す
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
。

現
段
階
の
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
建
設
し
よ
う
と
す
る
杜
会
主
義
を
「
資
本
家
の
存
在
し
な
い
ブ
ル
ジ
一
ア
階
級
国
家
一
と
規
定



す
る
康
立
「
杜
会
主
義
の
時
期
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
論
ず
」
（
『
学
習
と
批
判
』
一
九
七
六
年
七
月
号
）
は
、
資
本
主
義
復
活

の
問
題
に
っ
い
て
、
宮
救
聞
論
文
よ
り
一
層
具
体
的
か
つ
理
論
的
に
ー
分
析
し
て
お
り
、
当
該
問
題
に
・
関
す
る
必
読
文
献
で
あ
る
。

「
資
本
家
の
存
在
し
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
」
と
い
う
命
題
は
、
意
味
深
長
た
命
題
で
あ
り
、
こ
の
意
義
に
っ
い
て
は
後
述
す
る
。

と
も
あ
れ
・
こ
れ
は
、
当
然
、
　
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
に
ょ
っ
て
批
判
・
攻
撃
を
受
げ
る
。
ま
ず
、
康
立
論
文
を
紹
介
し
、
あ
と
で

「
理
論
小
グ
ル
ー
ブ
」
の
批
判
点
に
ふ
れ
る
。

　
康
立
氏
は
、
新
旧
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
の
存
在
形
態
に
っ
い
て
ま
ず
説
明
す
る
。
旧
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
に
っ
い
て
は
問
題
は
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
議
論
の
的
に
た
る
の
は
、
杜
会
主
義
の
段
階
に
発
生
し
た
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
の
実
態
で
あ
る
。
　
「
新
し
い

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
の
移
態
」
と
し
て
、
Ｈ
比
較
的
容
易
に
識
別
で
き
る
「
合
作
化
」
以
前
に
、
投
機
、
搾
取
に
よ
り
生
長
し
た
新
し

い
ブ
ル
シ
ョ
ァ
と
富
農
　
　
彼
等
の
一
部
分
は
、
労
働
者
の
中
か
ら
、
ま
た
機
関
工
作
要
員
の
中
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
だ
げ
で
な
く

て
、
小
生
産
者
の
中
か
ら
大
量
に
生
み
だ
さ
れ
る
。
Ｏ
所
謂
「
赤
色
専
門
家
」
や
「
赤
色
指
導
幹
部
」
で
、
出
身
も
よ
く
、
　
「
赤
旗

の
下
で
成
長
し
」
、
入
党
、
そ
し
て
大
学
を
経
た
知
識
人
。
彼
等
は
、
「
科
学
至
上
主
義
」
、
「
本
を
読
み
…
官
僚
に
な
る
」
、
「
数
理

を
学
び
、
天
下
を
あ
ま
ね
く
歩
き
ま
わ
り
、
天
下
に
恐
い
も
の
知
ら
ず
」
等
を
人
生
の
信
条
と
し
て
、
　
「
思
想
か
ら
生
活
に
い
た
る

ま
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
て
い
る
」
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
、
何
故
、
杜
会
主
義
の
時
期
に
発
生
し
、
ど
う
し
て
不
断
に
再
生
産
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

る
の
か
。
経
済
上
の
観
点
か
ら
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
の
主
要
内
容
は
、
　
「
商
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

制
度
、
貨
幣
交
換
、
労
働
に
応
じ
た
分
配
、
八
級
賃
金
制
度
」
等
の
経
済
的
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
内
容
の
総
体
の
表

現
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
権
利
が
、
資
本
主
義
復
活
の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
時
期
に
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
は
、

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
（
八
三
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
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五
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一
四
二
（
八
三
八
）

所
有
制
の
領
域
で
は
完
全
に
消
滅
せ
ず
、
人
々
の
相
互
関
係
の
面
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
存
在
し
、
さ
ら
に
分
配
面
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
「
支
配
的
位
置
」
に
あ
り
　
「
旧
い
フ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
保
護
し
、
ま
た
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
は
ぐ
く
む
」
。
杜
会
主
義
の
下

で
は
、
全
人
民
所
有
制
と
集
団
所
有
制
の
あ
い
だ
、
各
所
有
制
内
部
の
あ
い
だ
、
国
家
・
集
団
・
個
人
の
あ
い
だ
、
そ
し
て
、
杜
会

の
経
済
生
活
の
各
部
面
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
「
旧
杜
会
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
」
（
毛
沢
東
）
商
品
交
換
と
貨
幣
交
換
を
実
行
し
て
い

る
。
勿
論
中
国
の
商
品
制
度
は
、
所
有
制
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
プ
目
独
裁
の
下
で
制
限
を
加
え
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ず
、
剰
余
価

値
の
搾
取
を
目
的
と
し
た
商
品
制
度
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
制
度
は
、
依
然
と
し
て
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
経
済
的

土
台
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
下
で
、
商
品
制
度
を
実
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ぎ
り
、
当
然
商
品
交
換
の
原
則
が
作
動
す
る
か
ら
、
必

然
的
に
資
本
主
義
の
復
活
の
可
能
性
が
存
在
す
る
。
旧
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
は
、
文
革
ま
で
、
定
息
（
一
定
の
利
子
）
が
あ
た
え
ら

れ
、
相
対
的
に
高
い
賃
金
を
と
り
、
人
に
よ
り
商
品
や
貨
幣
を
比
較
的
多
く
占
有
し
て
お
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
権
利
に
希
望
を
託
し
、

そ
れ
を
強
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
ま
た
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
は
、
あ
る
場
合
は
、
　
「
公
の
も
の
を
私
し
、
不
正
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

こ
な
い
ぬ
す
み
を
は
た
ら
き
、
人
民
に
属
す
る
貨
幣
・
商
品
を
已
の
も
の
に
所
有
し
」
、
あ
る
場
合
は
、
ま
た
、
「
投
機
、
空
取
引
、

暴
利
を
む
さ
ぽ
り
」
、
ま
た
、
あ
る
場
合
は
、
「
商
品
、
貨
幣
を
資
本
に
転
化
し
、
労
働
カ
を
商
品
と
し
て
、
直
接
資
本
主
義
的
搾
取

　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

を
お
こ
な
っ
て
い
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
不
可
避
的
に
両
極
分
化
が
発
生
す
る
、
と
。
「
も
し
、
数
百
年
前
、
商
品
め
中
か
ら
も
っ

と
も
旧
い
世
代
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
か
っ
て
誕
生
し
た
と
す
れ
ほ
、
現
段
階
で
は
、
や
は
り
、
商
品
の
中
か
ら
、
最
後
の
ブ
ル
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

ヨ
ァ
を
必
ず
は
ぐ
く
む
こ
と
に
な
る
」
。
た
だ
若
干
の
批
評
を
付
言
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
を
利
用
し
て
如
何
に
し
て
具
体

的
に
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
が
生
れ
る
の
か
の
分
析
は
こ
れ
だ
げ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
中
国
杜
会
主
義
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
杜
会
的
な
階
級
区
別
が
存
在
し
、
所
謂
三
大
差
異
が
や
は
り
存
在
し
、
労
働
が
、
人
々



の
「
第
一
の
生
活
目
的
」
に
た
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
生
産
力
が
豊
富
な
杜
会
的
生
産
物
を
供
給
す
る
ま
で
に
ま
だ
発
展
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
い
状
況
の
下
で
は
、
商
品
制
度
、
貨
幣
交
換
、
労
働
に
応
じ
た
分
配
等
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
を
、
　
「
継
続
し
て
実
行
し
、
は
な

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
２
５
）

は
だ
し
き
は
そ
れ
ら
を
保
護
す
る
に
い
た
る
も
い
た
し
か
た
が
な
い
」
（
傍
点
小
野
）
の
で
あ
る
。
康
立
氏
に
よ
れ
ば
、
杜
会
主
義
中

国
が
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
「
資
本
家
の
い
な
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
国
家
」
で
あ
る
。
「
商
品
制
度
を
制
限
す
る
こ
と
」
と
「
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

品
生
産
を
発
展
さ
せ
な
い
こ
と
」
と
は
、
絶
対
に
同
一
の
こ
と
で
は
な
い
。
杜
会
主
義
の
下
で
の
商
品
制
度
が
必
然
的
に
資
本
主
義

を
復
活
さ
せ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
形
式
論
理
と
し
て
は
、
資
本
主
義
復
活
を
防
止
す
る
た
め
に
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
商
品
生
産
を

廃
絶
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
い
う
の
が
論
理
的
帰
結
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
現
段
階
の
中
国
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

「
商
品
生
産
を
発
展
」
さ
せ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
　
「
最
終
的
に
商
品
生
産
を
消
減
さ
せ
る
た
め
」
で
あ
る
。
最
終

的
に
商
品
生
産
を
消
減
さ
せ
る
た
め
、
現
段
階
で
は
、
商
品
生
産
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
ロ
ジ
ツ
ク
で
あ
る
。
た
だ
し
、
商
品
生
産

の
発
展
過
程
で
発
生
す
る
弊
害
は
、
必
ず
、
有
効
な
適
切
な
措
置
を
と
り
制
限
し
な
げ
れ
ぼ
、
杜
会
主
義
経
済
の
基
礎
で
あ
る
杜
会

主
義
的
所
有
制
の
性
質
が
変
質
し
て
し
ま
う
。

　
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
は
、
彼
等
の
い
う
「
上
海
に
お
け
る
四
人
組
の
御
用
執
筆
グ
ル
ー
ブ
」
の
く
杜
会
主
義
政
治
経
済
学
Ｖ
と

康
立
論
文
か
ら
引
用
し
、
四
人
組
批
判
の
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
で
あ
る
杜
会
主
義
商
品
生
産
と
資
本
主
義
商
品
生
産
と
小
商
品
生
産
の
区

別
を
抹
殺
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
宮
敷
聞
氏
の
場
合
の
引
用
の
時
と
同
様
に
、
康
立
論
文
か
ら
の
引
用
の
仕

方
は
公
平
で
な
い
。
引
用
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
　
杜
会
主
義
杜
会
は
、
何
故
党
内
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
生
み
だ
す
の
か
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
ど
う
し
て
継
続
し
て
存
在
し
、
不
断
に
発
生
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
経
済
上
か
ら
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
１
よ
る
…
…
…
Ｃ
…
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
（
八
三
九
）



立
命
館
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済
学
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一
四
四
（
八
四
〇
）

　
的
権
利
は
、
旧
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
保
護
す
る
上
に
、
さ
ら
に
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
は
ぐ
く
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
の
主
要
内
容
は
、
商
品
制
度
、
貨
幣
交
換
、
労
働
に
応
じ
た
分
配
、
八
級
賃
金
制
度
等
々
で
あ
る
…
…
…
Ｄ
…
…
数
百
年
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
に
１
商
品
か
ら
も
っ
と
も
旧
い
世
代
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
な
ら
、
現
段
階
で
は
．
そ
れ
で
は
、
依
然
と
し
て
、
商
品
の
中
か

　
ら
最
後
の
世
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
が
必
ず
は
ぐ
く
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
引
用
が
省
略
さ
れ
た
Ｃ
部
分
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
杜
会
主
義
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
は
、
所
有
面
に
お
い
て
は
、
ま
だ
完
全
に
ー
消
滅
し
て
お
ら
ず
、
人
々
の
相
互
関
係
の
面

　
に
お
い
て
も
や
は
り
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
分
配
面
に
お
い
て
は
や
は
り
支
配
的
地
位
を
し
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

で
あ
る
。
ま
た
省
略
さ
れ
た
Ｄ
部
分
は
い
く
ぶ
ん
長
く
な
り
、
以
上
言
及
し
た
こ
と
と
重
複
す
る
面
が
あ
る
が
っ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

る
。

　
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
は
、
全
人
民
所
有
制
と
集
団
所
有
制
と
い
う
二
種
類
の
杜
会
主
義
所
有
制
の
存
在
に
よ
り
、
商
品
制
度
を
か
な
ら
ず

実
行
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
生
産
手
段
と
杜
会
的
生
産
物
は
国
家
計
画
に
よ
り
統
一
的
に
割
当
て
ら
れ
、
若
干
の
部
分
は
必
要
に
応
じ
て
分
配

さ
れ
る
以
外
は
、
全
人
民
所
有
制
を
集
団
所
有
制
の
あ
い
だ
、
二
種
類
の
所
有
制
の
各
々
の
内
部
に
。
お
い
て
、
国
家
・
集
団
・
個
人
の
あ
い
だ
に

お
い
て
、
杜
会
生
活
の
ほ
と
ん
ど
の
各
部
面
に
お
い
て
、
　
”
旧
杜
会
と
た
い
し
て
か
わ
ら
な
い
”
商
品
交
換
と
貨
幣
交
換
を
や
は
り
実
行
す
る
。

当
然
”
所
有
制
は
か
わ
っ
た
”
こ
と
に
よ
り
、
我
国
の
商
品
制
度
は
、
プ
ロ
独
裁
の
下
で
制
限
を
加
え
た
商
品
制
度
で
、
剰
余
価
値
の
搾
取
を
目

的
と
し
た
商
品
制
度
で
は
た
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
経
済
的
土
台
で
あ
る
。
レ
ー
ニ

ソ
は
、
”
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
は
商
品
生
産
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
”
（
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
ゆ
大
月
版
「
第
七
回
ロ
ツ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
」

二
三
五
ぺ
ー
ジ
）
と
指
摘
し
た
。
杜
会
主
義
杜
会
に
．
依
然
と
し
て
商
品
制
度
が
存
在
し
、
商
品
交
換
の
原
則
が
や
は
り
作
用
し
さ
え
す
る
な
ら
ぱ
、

必
然
的
に
資
本
主
義
復
蹄
の
可
能
性
は
存
在
す
る
。
旧
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
化
革
命
の
前
ま
で
、
依
然
と
し
て
定
息
を
も

ら
い
、
比
較
的
高
い
賃
金
を
享
受
し
、
比
較
的
多
く
の
商
品
と
貨
幣
を
占
有
し
、
彼
等
は
、
ま
だ
取
消
さ
れ
て
い
た
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
に
希

望
を
託
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
を
強
烈
に
要
求
し
、
そ
し
て
拡
大
す
る
。
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
は
ま
さ
に
大
量
に
商
品
制
度
の
中
か
ら
艀

化
さ
れ
て
く
る
。
彼
等
は
、
公
の
も
の
を
私
し
、
不
正
さ
を
む
さ
ぽ
り
盗
み
を
お
こ
た
い
、
人
民
に
属
す
る
貨
幣
・
商
品
を
己
の
も
の
に
す
る
こ



と
嘉
ぱ
・
差
・
投
機
・
空
売
－
・
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
菩
、
商
品
、
順
幣
を
資
本
｝
転
化
し
、
労
働
力
を
商
品
と
し
、
直
接
資
木

主
義
的
搾
婁
す
す
め
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
乏
し
て
不
可
避
的
に
両
雰
化
が
発
生
す
る

こ
の
省
略
さ
れ
缶
都
分
か
ら
・
杜
会
主
義
曹
一
制
匿
、
プ
一
独
裁
に
吉
制
限
を
加
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
、
言
で
な
け

れ
ば
・
資
本
主
義
の
ポ
の
必
然
性
の
あ
る
・
特
殊
た
商
品
制
度
で
あ
る
。
こ
う
も
い
え
る
。
プ
ロ
独
裁
の
下
で
も
、
商
品
制
度
は
、

資
本
主
義
轟
の
可
能
性
が
あ
－
・
プ
一
独
裁
が
反
・
非
プ
一
独
裁
養
ぱ
、
可
能
性
は
現
実
性
に
転
化
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
康

一
篶
一
賓
ザ
篶
ギ
一
バ
篶
讐
篶
一
パ
叩
讐

会
主
義
の
商
品
生
産
は
・
生
産
手
段
所
有
制
の
変
更
に
よ
り
、
こ
の
商
品
生
産
の
性
質
は
根
本
的
に
変
化
し
た
と
し
て
、
こ
こ
に
杜

会
義
商
品
制
度
の
特
殊
性
を
観
察
し
・
こ
の
側
面
を
非
常
に
強
調
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
特
殊
な
商
覇
度
は
、
上
部
構
造
か
ら

独
立
し
て
・
自
立
性
を
も
一
て
盲
・
ち
一
一
と
や
そ
一
と
で
蓋
す
る
も
の
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
康
立
氏
の
見
地
は
、
杜
会
主

義
の
下
で
は
、
プ
ロ
独
裁
ぬ
き
の
商
品
制
度
は
考
え
ら
れ
た
い
の
で
あ
る
。

つ
毛
沢
東
が
二
九
七
五
年
二
月
頃
に
提
起
し
た
所
謂
要
一
間
題
の
指
示
に
お
い
て
、
彼
は
一
ぎ
の
吉
に
の
べ
て
い
る
。
「
要

す
ポ
宙
は
杜
会
主
竃
奮
属
す
る
・
解
整
則
は
資
本
主
義
と
凄
同
じ
で
あ
つ
た
。
い
ま
ま
で
は
八
級
賃
金
制
、
労
働
に
応

じ
た
分
興
貨
幣
に
よ
る
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
旧
杜
会
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
。
異
な
つ
て
い
る
の
は
所
有
制

が
変
わ
一
た
こ
と
で
あ
る
一
・
「
い
ま
わ
が
国
で
竺
な
わ
れ
て
い
る
の
は
商
品
制
度
で
膏
、
賃
金
制
度
も
不
平
等
で
、
八
級
賃
金

制
が
存
在
し
て
い
る
・
な
ど
な
ど
一
一
「
北
京
周
報
一
一
九
七
五
年
九
号
一
。
「
理
論
小
グ
ル
、
プ
一
は
、
、
で
、
毛
は
、
杜
会
主
義
商
品

生
産
と
資
本
主
義
商
品
生
産
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
両
者
の
本
質
的
差
異
を
指
摘
し
た
と
し
、
毛
が
の
べ
て
い
る
「
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
（
八
四
一
）

　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
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（
八
四
二
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有
唄
変
わ
つ
た
一
と
は
、
「
商
品
貨
幣
関
係
を
内
在
的
に
含
む
全
生
産
関
係
が
変
わ
一
蔓
と
把
握
し
・
「
所
有
制
は
生
産
関
係
の

総
和
一
（
所
有
制
是
生
産
関
係
的
籍
）
で
あ
り
、
「
分
配
と
交
換
は
所
有
制
の
実
璽
で
あ
る
と
解
釈
す
る
・
そ
れ
故
・
「
妻
分
配

と
交
換
様
式
を
取
消
す
こ
と
は
、
一
定
の
所
有
制
を
否
定
す
る
こ
と
に
差
等
し
ぼ
。
こ
こ
で
問
題
点
二
一
だ
げ
と
い
う
よ
り
・
一

つ
、
誤
り
と
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
享
、
「
所
有
制
は
生
産
関
係
の
総
和
一
と
い
－
理
解
に
一
い
て
で
あ
る
・
通

常
経
済
的
構
造
と
し
て
の
生
産
関
係
の
総
和
は
、
・
生
産
手
段
に
対
す
る
所
有
権
の
関
係
・
・
２
規
定
さ
れ
た
杜
会
的
労

働
組
織
に
お
げ
る
人
、
の
役
割
、
あ
る
い
は
、
各
種
の
異
な
つ
た
杜
会
的
グ
ル
ー
ブ
が
生
産
の
中
で
占
め
る
地
位
及
び
そ
れ
ら
グ
ル
ー

プ
の
問
の
相
互
関
係
、
臼
。
と
・
に
雅
さ
れ
た
生
産
物
の
分
配
形
式
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
・
３
・
冒
三
側
面
は
・

｝
互
に
作
用
．
影
響
し
あ
い
す
る
げ
れ
ど
、
生
産
手
段
の
所
有
制
が
最
嘉
本
的
基
礎
的
で
あ
る
・
「
所
有
制
は
生
産
関
係
の
総
和
一

で
あ
る
と
解
釈
す
る
立
場
か
ら
は
、
？
２
側
面
の
位
置
と
冒
与
え
る
反
作
用
が
無
視
さ
れ
て
古
う
・
杜
会
主
義
杜
会
の
下

で
は
、
と
く
に
、
。
と
嘗
の
各
側
面
が
重
要
で
あ
り
、
毛
の
前
記
の
指
示
は
そ
こ
を
一
い
て
い
る
・
「
理
論
小
グ
ニ
一
の
論
理

の
立
て
方
は
、
単
純
か
つ
平
板
で
一
方
通
行
的
で
あ
る
。
分
配
と
交
換
は
、
所
有
制
の
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
・
所
有
制
が
・

杜
会
主
義
的
所
有
制
に
ち
や
ん
と
変
化
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
そ
の
実
現
と
し
て
の
分
配
と
交
換
の
様
式
春

会
主
義
的
形
式
を
お
び
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
杜
会
主
義
雷
の
現
実
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
商
品
制
度
は
不
可
避
で
膏
・
八

級
賃
金
制
、
経
済
的
不
平
等
よ
り
喜
し
ろ
賃
金
の
「
等
級
制
度
が
意
味
す
る
地
位
と
権
威
に
お
げ
る
区
別
一
９
蔓
舅
員
一

な
ど
が
存
在
す
る
実
態
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
つ
て
、
古
典
的
規
定
や
命
題
を
安
直
に
現
実
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
・
現

実
の
重
要
な
側
面
を
暴
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
ル
ク
ス
、
一
ソ
ゲ
ル
ス
そ
し
て
レ
ー
一
ソ
は
歴
史
と
民
族
の
制
約
を
非
常
に

受
げ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
全
能
で
は
な
い
。
纂
聞
氏
や
康
立
氏
、
差
ろ
ん
毛
も
・
杜
会
主
義
中
因
の
き
わ
め
て
重
苦
し
い



封
建
的
伝
統
や
十
分
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
解
放
以
前
の
資
本
主
義
的
伝
統
の
遺
産
の
実
態
を
直
視
し
、
そ
こ
か
ら
杜
会
主

義
政
治
経
済
学
を
構
築
し
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
も
言
及
し
た
の
と
同
じ
よ
差
画
一
的
観
点
で
や
や
窟
す
る
き
ら
い
茎
る
が
、
「
理
論
小
グ
す
プ
一
の
康
立
氏

春
諾
氏
の
所
是
対
す
る
批
判
と
関
連
し
て
「
理
論
小
グ
↑
プ
一
の
「
資
本
主
義
復
垂
論
一
を
や
や
詳
細
に
客
観
的
に
の

べ
て
お
こ
う
。

杜
会
主
義
商
品
制
度
は
・
必
然
的
に
資
本
主
義
と
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
を
生
み
だ
す
と
い
う
康
立
．
墓
聞
氏
の
論
点
に
対

し
て
・
「
理
論
小
グ
す
プ
一
は
、
以
下
の
二
点
姦
げ
て
こ
祭
根
拠
の
な
い
こ
と
と
し
ぷ
る
。
第
一
は
、
杜
会
主
義
商
品
生

産
は
小
商
品
生
産
で
窪
い
。
小
商
品
生
産
は
ど
の
よ
う
集
件
の
下
で
妾
本
主
義
生
産
に
発
展
す
る
も
の
で
集
い
。
何
故
な

ら
・
小
商
品
生
産
康
始
共
産
制
の
末
期
表
隷
制
時
代
に
巻
在
し
た
が
、
決
し
て
資
本
主
義
生
産
に
震
し
集
つ
た
。
ま
た
、

小
商
品
生
産
は
・
封
建
杜
会
に
非
常
に
長
い
期
問
存
在
し
た
け
れ
ど
、
資
本
主
義
に
や
は
り
発
展
し
な
か
つ
た
。
た
だ
、
封
建
杜
会

の
末
期
に
・
杜
会
的
生
産
力
の
比
較
的
大
き
な
震
に
し
た
が
つ
て
、
商
品
経
済
は
漸
次
宗
法
的
白
然
経
済
に
と
つ
て
か
わ
り
、
商

品
生
産
が
資
本
主
義
生
産
に
発
展
す
る
条
件
を
整
備
し
た
。
こ
の
条
件
と
は
、
第
一
に
、
貨
幣
と
富
、
生
産
手
段
と
消
費
資
料
が
少

数
者
の
手
に
大
量
星
中
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
封
建
的
人
格
的
隷
従
関
係
か
ら
脱
却
し
、
人
格
的
旨
由
と
な
り
、
す
べ
て
の
生

産
手
段
を
葵
し
た
・
労
働
力
を
販
売
す
る
し
か
生
存
す
る
手
段
の
な
い
大
量
の
労
働
者
の
彩
成
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下

で
・
労
働
力
は
商
品
差
り
・
貨
幣
は
資
本
に
転
化
し
、
小
商
品
生
産
は
資
本
主
義
生
産
に
転
形
す
る
。
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
一
は
、

中
国
で
は
・
か
っ
て
大
量
に
１
存
在
し
て
い
た
小
商
品
生
産
は
、
杜
会
主
義
的
集
団
経
済
に
改
造
さ
れ
て
、
こ
の
小
商
品
生
産
は
資
本

主
義
生
産
に
発
展
す
る
条
件
は
忠
や
存
在
し
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
資
本
主
義
商
品

　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
（
八
四
三
）
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生
産
と
根
本
的
に
異
な
る
か
ら
、
杜
会
主
義
は
、
資
本
主
義
と
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
を
再
生
産
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

す
る
。
こ
れ
は
、
四
人
組
批
判
を
お
こ
な
う
現
段
階
の
中
国
の
理
論
家
の
基
本
的
観
点
で
あ
る
。
「
杜
会
主
義
の
再
生
産
は
資
本
主

義
と
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
を
再
生
産
す
る
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
の
再
生
産
は
、
原
始
共
同
体
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

同
様
に
売
唐
無
稽
で
あ
る
」
と
い
う
。
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
、
私
的
生
産
で
は
な
く
、
私
的
個
人
を
し
て
、
貨
幣
を
蓄
積
せ
し
め

る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
た
と
え
、
若
干
の
人
々
が
、
貨
幣
を
蓄
積
し
た
と
し
て
も
、
杜
会
主
義
は
、
彼
等
が
任
意
に
労
働
力
と

生
産
手
段
を
購
入
す
る
こ
と
は
許
さ
ず
、
各
労
働
者
は
、
皆
、
全
人
民
的
あ
る
い
は
集
団
的
な
経
済
機
構
の
中
に
編
成
さ
れ
・
主
要

な
生
産
手
段
は
、
私
的
個
人
が
自
由
に
売
買
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
杜
会
主
義
商
品
流
通
も
、
私
的
個
人
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て

い
な
い
の
で
、
私
的
個
人
が
こ
の
流
通
か
ら
貨
幣
を
蓄
積
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
杜
会
主
義
商
品
生
産
は
・

本
質
的
に
い
っ
て
、
資
本
主
義
生
産
発
生
の
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　
１
現
段
階
の
中
国
に
お
い
て
は
、
　
「
資
本
主
義
と
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
が
依
然
と
し
て
存
在
し
、
資
本
主
義
的
性
質
の
商
品
生
産
と
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

品
流
通
が
存
在
し
っ
っ
あ
る
」
。
「
地
下
の
ヤ
、
・
・
工
場
」
、
「
ヤ
ミ
商
店
」
、
「
地
下
請
負
グ
ル
ー
プ
」
な
ど
は
・
杜
会
主
義
の
レ
ヅ
テ
ル

を
は
っ
て
い
る
が
、
完
全
に
質
を
か
え
、
実
際
は
資
本
主
義
企
業
で
あ
り
、
杜
会
主
義
経
済
の
中
で
、
不
正
や
窃
盗
と
密
着
し
た
投

機
、
空
売
り
活
動
な
ど
が
存
－
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
も
の
は
、
　
「
旧
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
」
で
あ
り
・
ま
た
・

多
く
は
、
　
「
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
」
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
資
本
主
義
活
動
と
新
レ
い
、
７
、
か
ヅ
恥
八
か
干
心
ど
ひ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
。
・
「
理
論
小
グ
ル
ー
プ
」
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
生
産
手
段
所
有
制
の
杜
会
主
義
改
造
が
基
本
的
に
完
了
し
た
後
、
完
全
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
は
も
は
や
存

在
し
な
い
。
し
か
し
、
資
本
主
義
は
完
全
に
消
滅
し
て
い
な
い
し
、
旧
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
と
資
本
主
義
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
・
っ



ね
に
、
活
動
し
、
発
展
し
よ
う
と
す
る
。
彼
等
の
活
動
の
特
徴
は
、
杜
会
主
義
経
済
組
織
と
国
家
機
関
の
中
の
一
部
の
人
間
と
相
結

託
し
て
、
窃
盗
、
ペ
テ
ソ
に
か
け
た
り
し
、
杜
会
主
義
経
済
機
構
の
名
義
等
を
盗
用
し
て
、
資
本
主
義
活
動
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
ら

の
一
部
の
人
問
が
新
し
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
に
，
変
質
す
る
。
全
人
民
所
有
制
以
前
の
段
階
に
あ
る
集
団
所
有
制
の
下
で
は
、
農
民
は

や
は
り
農
民
で
あ
り
、
彼
等
は
二
面
性
を
も
っ
。
即
ち
、
農
民
の
中
の
「
若
干
の
人
々
」
に
は
、
小
生
産
の
習
慣
の
力
が
あ
り
、
頑

強
に
，
自
己
を
表
現
し
、
資
本
主
義
へ
の
白
然
発
生
的
傾
向
が
や
は
り
深
刻
で
あ
り
、
杜
会
主
義
の
道
を
離
れ
て
、
資
本
主
義
活
動
を

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

お
こ
な
い
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
に
ー
変
質
す
る
。

　
第
二
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
杜
会
主
義
経
済
組
織
と
国
家
機
－
関
の
若
干
の
人
問
と
結
託
し
て
資
本
主
義
活
動
を
お
こ
な
う
所
以

は
・
中
国
の
杜
会
主
義
制
度
が
成
立
し
て
ま
だ
目
が
浅
く
、
発
展
水
準
は
ま
だ
た
い
へ
ん
低
く
、
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
、
生

産
、
流
通
、
分
配
の
各
部
面
及
び
経
済
計
画
と
管
理
面
に
お
い
て
、
す
く
な
か
ら
ず
の
欠
陥
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
生
産
、
流
通
の
領
域
に
ー
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
が
資
本
主
義
活
動
を
お
こ
な
う
多
く
の
空
隙
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
主
観

的
原
因
に
ょ
り
、
計
画
が
客
観
的
現
実
を
反
映
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
、
資
本
主
義
活
動
に
乗
ず
る
多
く
の
ス
キ
を
与
え
る
。

　
以
上
か
ら
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
　
「
理
論
小
グ
ル
ー
ブ
」
の
資
本
主
義
復
辞
の
根
拠
は
、
生
産
手
段
所
有
制
完
了
の
杜
会
主
義
の

下
に
あ
っ
て
も
、
資
本
主
義
や
旧
い
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
分
子
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
が
ま
だ
消
滅
し
な
い
所
以
は
、
そ
し

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
分
子
が
依
然
と
し
て
活
動
す
べ
き
空
隙
が
存
在
す
る
所
以
は
、
商
品
制
度
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
結
局
は
、
生
産

力
の
発
展
水
準
が
極
め
て
低
い
こ
と
、
生
産
物
の
供
給
不
足
の
た
め
、
ま
だ
ま
だ
、
経
済
建
設
と
人
民
の
生
活
の
た
め
の
需
要
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
労
働
力
も
十
分
利
用
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。
物
資
が
相
対
的
に
豊
富
で
、
商
品
が
比
較
的

充
足
し
、
生
産
単
位
が
計
画
に
よ
り
彼
等
の
必
要
な
物
資
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
消
費
者
の
保
有
す
る
貨
幣
が
、
彼
等
の
必
要

　
　
　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
（
八
四
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
（
八
四
六
）

と
す
る
商
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
ら
、
地
下
の
ヤ
、
・
・
工
場
、
ヤ
ミ
商
店
、
投
機
、
空
売
り
な
ど
存
在
す
る
可
能
性
は
小
さ

く
な
る
こ
と
が
多
々
あ
る
こ
と
は
、
経
験
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
生
産
の
発
展
が
比
較
的
速
く
、
供
給
が
比
較
的
十
分
た
時
、
資
本

主
義
活
動
は
比
較
的
少
な
く
、
反
対
に
、
生
産
が
停
滞
し
下
降
し
、
需
給
関
係
が
緊
張
し
た
時
、
資
本
主
義
の
力
が
活
躍
す
る
。

　
）

　
仁
　
以
上
、
宮
、
康
両
氏
と
「
理
論
小
グ
ル
ー
ブ
」
の
所
説
の
比
較
を
通
じ
て
、
当
該
問
題
に
対
す
る
総
論
的
塗
言
及
を
試
み
た
。

こ
の
問
題
は
、
要
す
る
に
、
杜
会
主
義
的
所
有
制
度
が
基
本
的
に
確
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
杜
会
主
義
杜
会
に
特
権
的
支

配
階
級
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
、
そ
の
支
配
の
基
礎
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
詳
細
に
研
究
す
る
た
め
に
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
各
論
的
な
理
論
的
課
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
¢
　
一

般
的
に
、
支
配
の
基
礎
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
所
有
、
所
有
権
、
占
有
、
経
営
・
管
理
の
諸
概
念
と
そ
れ
ぞ

れ
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
の
検
討
、
　
　
政
治
と
経
済
の
関
係
（
一
定
の
条
件
の
下
で
、
政
治
は
経
済
に
対
し
て
決
定
的
作
用
を
及
ぽ
す
の

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
）
、
　
　
生
産
手
段
所
有
制
の
性
質
と
指
導
権
帰
属
の
関
係
（
所
有
制
の
性
質
が
企
業
の
指
導
・
支
配
権
の
帰
属
を
決

定
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
企
業
の
指
導
．
支
配
権
の
帰
属
が
所
有
制
の
性
質
を
決
定
す
る
の
か
）
、
＠
　
”
労
働
に
応
じ
た
分
配
〃
と
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
権
利
、
＠
　
杜
会
主
義
生
産
関
係
の
二
重
性
（
杜
会
主
義
杜
会
の
性
格
規
定
と
成
長
し
よ
う
と
す
る
共
産
主
義
的
要
素
と
そ
れ
に
抵
抗
す

る
資
本
主
義
的
要
素
と
い
う
二
重
の
対
抗
的
要
素
か
ら
杜
会
主
義
生
産
関
係
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
問
題
）
、
等
々
で
あ
る
。

　
な
お
、
同
時
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
中
国
の
経
済
杜
会
の
実
態
的
構
造
を
あ
わ
せ
て
究
明
し
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
◎

（
１
）
　
銚
文
元
氏
は
、
《
論
林
彪
反
党
集
団
的
杜
会
基
礎
Ｖ
（
〈
学
習
与
批
判
》
一
九
七
五
年
第
三
期
第
二
一
頁
。
邦
訳
は
『
北
京
周
報
』
一

　
　
九
七
五
年
十
一
月
号
に
あ
り
）
に
お
い
て
、
制
限
問
題
に
っ
い
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
「
生
産
関
係
の
そ
の
他
の
二
っ
の
領
域

　
　
に
お
い
て
、
即
ち
人
と
人
と
の
相
互
関
係
及
び
分
配
関
係
の
領
域
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
を
制
限
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
権
利
の



　
思
想
を
批
判
し
、
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
基
礎
を
た
え
ず
弱
め
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
。
挑
氏
は
、
資
本
主
義
を
生
み
だ
す
基
礎

　
　
っ
ま
り
商
品
生
産
を
弱
め
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
が
、
張
春
橋
氏
は
そ
う
で
匁
い
こ
と
は
っ
ぎ
の
引
用
か
ら
判

　
明
す
る
。
即
ち
、
「
我
六
は
、
従
来
か
ら
、
我
国
の
商
品
は
多
く
な
く
、
と
て
も
豊
富
で
な
い
と
、
認
識
し
て
い
る
。
人
民
公
杜
は
、
生

　
産
大
隊
や
生
産
隊
に
”
共
産
主
義
”
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
も
た
た
い
し
、
全
人
民
所
有
制
も
、
八
億
の
人
々

　
　
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
分
配
す
る
の
に
き
わ
め
て
豊
富
な
生
産
物
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
商
品
生
産
、
貨
幣
交
換
、

　
　
労
働
に
応
じ
た
分
配
を
継
続
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
危
害
に
対
し
て
は
、
我
六
は
す
で
に
適
当
な
方
法
を
と
り
、
制
限

　
　
を
加
え
て
き
た
し
、
今
後
も
そ
の
よ
う
に
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
」
（
〈
論
対
資
産
階
級
的
全
面
専
政
Ｖ
〈
学
習
与
批
判
〉
一
九
七
五
年
第

　
　
四
期
第
九
頁
。
『
北
京
周
報
』
一
九
七
五
年
十
四
号
に
邦
訳
あ
り
）
。

（
２
）
　
こ
れ
は
、
価
値
論
あ
る
い
は
商
品
論
の
基
本
問
題
で
あ
り
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

（
３
）
　
張
問
敏
　
張
卓
元
　
呉
敬
鑓
編
〈
建
国
以
来
杜
会
主
義
商
品
生
産
和
価
値
規
律
文
選
〉
（
下
冊
上
海
人
民
出
版
杜
一
九
七
九
年
）
所
収

　
　
の
張
永
桃
〈
杜
会
主
義
商
品
生
産
必
然
産
生
資
本
主
義
慶
？
　
　
駁
”
四
人
奮
”
的
一
個
反
馬
克
思
主
義
謬
論
〉
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
　
張
問
敏
張
卓
元
呉
敬
麹
編
前
引
書
第
一
二
一
二
頁
。

（
５
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
《
駁
斥
”
四
人
奮
”
謹
穀
杜
会
主
義
商
品
生
産
的
反
動
謬
論
》
人
民
出
版
杜
一
九
七
八
年
。
こ
れ
は
、
張
問

　
　
敏
　
張
卓
元
　
呉
敬
麹
編
の
前
掲
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
人
民
出
版
杜
版
を
使
用
し
て
い
る
。

（
６
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
前
引
書
第
七
頁
。

（
７
）
　
官
救
聞
〈
政
治
経
済
学
和
無
産
階
級
専
政
〉
〈
学
習
与
批
判
〉
一
九
七
五
年
第
六
期
。

（
８
）
　
康
立
〈
論
杜
会
主
義
時
期
的
資
産
階
級
〉
〈
学
習
与
枇
判
〉
一
九
七
六
年
第
七
期
。

（
９
）
　
公
平
を
維
持
す
る
た
め
に
い
え
ば
、
毛
沢
東
時
代
、
あ
る
い
は
四
人
組
時
代
ま
た
合
わ
せ
て
五
人
組
と
い
っ
て
よ
け
れ
ぽ
、
五
人
組
時

　
　
代
に
１
お
い
て
も
、
理
論
的
敵
対
老
の
思
想
や
諸
見
解
は
反
面
教
師
と
し
て
公
平
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
げ

　
　
れ
ぼ
た
ら
な
い
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
序
の
注
（
１
０
）
を
み
ら
れ
た
い
。

（
１
０
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
四
頁
。

（
ｕ
）
　
宮
数
聞
く
政
治
経
済
学
和
無
産
階
級
専
政
Ｖ
〈
学
習
与
批
判
〉
一
九
七
五
年
第
六
期
第
五
〇
頁
。

（
１
２
）
　
宮
救
聞
　
同
上
　
第
四
九
頁
。

　
　
中
国
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
（
八
四
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
（
八
四
八
）

（
１
３
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
四
～
五
頁
。

（
１
４
）
　
宮
救
聞
同
上
第
四
九
頁
。

（
１
５
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
五
頁
。

（
１
６
）
　
杜
会
主
義
杜
会
に
私
的
労
働
な
る
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
私
的
労
働
と
杜
会
労
働
の
矛
盾
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
・

　
　
を
め
ぐ
っ
て
若
干
の
論
争
が
あ
る
。
孫
恒
志
《
杜
会
主
義
経
済
中
的
私
人
労
働
範
曉
Ｖ
《
経
済
研
究
》
一
九
七
九
年
第
三
期
、
彰
延
光

　
　
く
杜
会
主
義
経
済
中
没
有
私
人
範
曉
和
孫
恒
志
同
志
討
論
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
九
年
第
七
期
、
馬
宇
擦
《
杜
会
主
義
経
済
中
的
個
人

　
　
労
働
不
是
”
私
人
労
働
・
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
七
九
年
第
一
二
期
、
張
有
芳
《
杜
会
主
義
不
存
在
、
私
人
労
働
資
本
主
義
設
有
消
減

　
　
　
”
私
人
労
働
・
　
　
与
孫
恒
志
、
馬
宇
撹
同
志
商
権
》
〈
経
済
研
究
》
一
九
八
○
年
第
八
期
の
文
献
が
あ
毛

（
１
７
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
五
頁
。

（
１
８
）
、
（
１
９
）
　
同
上
　
第
五
頁
。

（
２
０
）
　
康
立
《
論
杜
会
主
義
時
期
的
資
産
階
級
》
〈
学
習
与
批
判
〉
一
九
七
六
年
第
七
期
第
二
三
頁
。

（
２
１
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
三
頁
。

（
２
２
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
四
頁
。

（
２
３
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
四
頁
。

（
２
４
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
四
頁
。

（
２
５
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
五
頁
。

（
２
６
）
康
立
　
同
上
　
第
二
五
頁
。

（
２
７
）
　
康
立
　
同
上
　
第
二
五
頁
。

（
２
８
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
九
～
一
〇
頁
。

（
２
９
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
一
〇
頁
。

（
３
０
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
一
〇
頁
。

（
３
１
）
　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
一
〇
頁
。

（
３
２
）
文
思
奇
主
編
《
弁
証
唯
物
主
義
　
歴
史
唯
物
主
義
〉
人
民
出
版
杜
一
九
六
一
年
第
一
版
、
　
一
九
七
八
年
第
三
版
第
二
一
五
頁
そ
し
て



（
３
３
）

（
３
４
）

（
３
５
）

《
政
治
経
済
学
辞
典
》
香
港
朝
陽
出
版
杜
第
六
一
頁
参
照
さ
れ
た
し
。

　
国
務
院
財
貿
小
組
理
論
組
　
前
引
書
　
第
一
四
頁
。

　
同
上
　
第
一
五
頁
。

林
子
力
有
林
著
く
批
判
〃
四
余
対
〃
唯
生
産
力
論
”
的
”
批
判
・
・
一
人
民
出
版
竺
九
七
八
年
一
に
お
い
て
、
林
、
有
両
氏
、

は
・
旧
い
資
本
主
義
の
存
在
は
・
新
し
い
ブ
ル
ジ
一
ア
分
子
を
生
み
だ
す
「
直
接
理
由
一
で
な
い
。
杜
会
主
義
制
度
の
震
が
低
い
こ
と

讐
篶
帖
中
け
〆
紬
泌
泌
雌
溶
覚
猟
汐
ら
篶
篶

経
済
法
則
を
完
全
長
映
し
た
い
こ
と
か
ら
・
供
給
と
需
要
の
不
一
致
が
生
じ
た
り
、
商
業
部
門
の
計
順
工
作
の
失
敗
に
よ
り
若
干
の

瞭
淡
帖
顯
篶
篶
帖
芯
顯
顯
、
顯
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
○
年
十
一
月
十
七
日
）

第
二
一
二
一
～
二
三
二
頁
）

中
国
に
お
け
る
「
資
本
主
義
」
復
活
理
論
（
小
野
）

一
五
三
（
八
四
九
）




